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6月定例会 
6月定例議会ではこんなことが決まりました 
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今
や
環
境
問
題
は
、 

地
球
的
規
模
で
人
類
が 

直
面
し
て
い
る
大
き
な 

課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

特
に
、
地
球
温
暖
化
の 

影
響
は
、
既
に
現
実
化 

し
、
そ
の
対
応
策
が
報 

じ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

◆
毎
日
、
新
聞
の
紙
面 

を
見
ま
す
と
、
大
き
な 

見
出
し
で
、
温
室
ガ
ス
削
減
！
温

暖
化
防
止
の
知
恵
を
！
地
球
温
暖

化
対
策
で
提
言
を
！
等
々
、
温
暖 

化
防
止
に
向
け
た
取
組
み
に
対
す 

る
意
識
啓
発
と
政
策
が
掲
載
さ
れ

て
い
ま
す
。 

　
ま
た
、
テ
レ
ビ
番
組
で
は
、
温

暖
化
対
策
に
関
す
る
取
組
み
を
紹

介
す
る
な
ど
積
極
的
な
報
道
が
さ

れ
て
い
ま
す
。 

◆
七
月
七
日
か
ら
始
ま
る
北
海
道 

の
洞
爺
湖
サ
ミ
ッ
ト
で
は
、
地
球 

温
暖
化
問
題
が
主
要
議
題
に
な
る

こ
と
か
ら
、
こ
の
日
を
「
地
球
温

暖
化
対
策
の
日
」
と
定
め
、
例
え

ば
、
消
灯
運
動
や
地
球
環
境
を
考

え
る
日
と
し
、
具
体
的
に
温
暖
化

防
止
に
向
け
た
推
進
に
努
め
る
よ

う
に
、
本
議
会
に
お
い
て
「
地
球

温
暖
化
防
止
に
向
け
た
国
民
的
運

動
の
推
進
を
求
め
る
意
見
書
」
が 

満
場
一
致
で
採
択
さ
れ
ま
し
た
。 

◆
地
球
温
暖
化
対
策
は
、
政
府
や

大
企
業
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、

各
家
庭
や
住
民
一
人
ひ
と
り
の
取

組
み
が
欠
か
せ
な
い
重
要
な
問
題

で
も
あ
り
ま
す
。
普
段
の
生
活
の

中
で
エ
ア
コ
ン
を
少
し
控
え
る
、

水
や
電
気
を
節
約
す
る
、
レ
ジ
袋

を
遠
慮
す
る
、
環
境
に
優
し
い
商

品
を
購
入
す
る
、
と
い
っ
た
身
近

に
で
き
る
住
民
参
加
型
の
運
動
が

効
果
的
と
考
え
ま
す
。
こ
の
夏
、

ど
れ
か
に
挑
戦
し
て
み
ま
せ
ん
か
。 

◆
い
つ
も
、
議
会
だ
よ
り
に
目
を

通
し
て
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。
今
後
も
住
民
の
皆
様

に
お
応
え
で
き
る
議
会
だ
よ
り
と

な
る
よ
う
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。 

（
飯
�
委
員
長
記
） 

 

夏 夏 



　今回の条例改正の中で、住民税を年金から天引きする
改定については反対です。
　すでに年金受給者からは、介護保険料や後期高齢者医
療保険料、また国民健康保険税も天引きされており、この
上さらに住民税まで天引きすることについては住民から
も理解を得られないと考えます。
　また、国の対応として、５０００万件もの宙に浮いた年金
の問題がまだ未解決であり、きちんと年金を受け取れて
いるかどうかわからない人がいます。政府がやるべきこと
は、この問題の対応こそ最優先に行うべきです。
　これまでは、高齢者の暮らしの状況を考慮して、納税相
談などを行い、町行政としても様々な対応を行ってきまし
たが、特別徴収という形になれば、その余地もなくなるこ
とから、生活が大変な高齢者世帯のなかで、あってはなら
ない悲劇がおこるのではないかと危惧されてなりません。
有無も言わせぬ国のやり方には怒りを覚えます。せめて
個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の適用は納
税者の選択にするべきです。
　以上の点から、本議案のなかでも、年金からの天引き（特
別徴収制度の適用）については行うべきではない、という
ことを申し上げまして私の反対討論とさせて頂きます。

斑鳩町町税条例の一部を改正する条例について

町長専決処分について承認を求めることについて
（斑鳩町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について）

【反　対　意　見】　木　澤　議　員

【反　対　意　見】　里　川　議　員
　今回の改正の大きな問題は、後期高齢者医療制度に伴
い、新たに、支援金分が限度額１２万円で設定されること。
　基礎課税額（医療分）の限度額は、引き下げられるが、
これまでの税率に変わりはなく、一般的には、課税額は変
わらず、支援金分だけが上乗せされ、保険税の負担増とい
うのが現状である。
　高額所得者は、基礎課税額の限度額が９万円引き下げ
られ、支援金分１２万円プラスで、３万円の４．８％負担増の
みとなり、低・中所得者は、支援金分の大幅負担増となり、
支払い能力を越えてしまう。
　介護保険は４０歳以上だが、この支援金分は、国保加入
者のパート、アルバイトの正規雇用でない若者にも、負担
が発生してくる苛酷なものであり、滞納へのさらなる引き
金とならないか。
　また、町民に直接かかわる大きな問題が、国の通知が遅
いため、地方自治法で認められているといえども、町長専
決処分として処理され、あげくの果てに、厚生労働省に「市
町村はもっと住民に説明せよ。」と言われ、あまりにも地
方自治体を、そして、何よりも住民を馬鹿にしたやり方は、
どうしても許せません。町民の立場にたち、制度の問題点
を危惧して町行政を行われることを期待する。

　この町税条例改正の注目される項目としては、「個人住
民税の公的年金からの特別徴収制度の導入」「寄附金税
制の拡充」「金融・証券税制の見直し」の３点があります。
　反対者はこの内、「個人住民税の公的年金からの特別
徴収制度の導入」について、すなわち公的年金からの天
引きについて、反対しておられますが、私は総務常任委員
会で、「国の法律によって町条例が改正される事は理解で
きる。しかし、負担感の大きい特別徴収の対象者の方々
には、天引きによって税を取られると理解されるのではな
く、町の税金を支払ってると理解していただくように、マ
ンツーマンでの説明等も含めて、対象者の承諾を得るく
らいの覚悟で徹底した周知」を要望し、従来の広報に加え、
対象者個人への通知または説明を行うとの答弁を得てい
ます。
　反対者は本当に国民年金だけで生活しておられる方々
の窮状を憂いておられるのでしょうか。収入のない人の
最低生活保障費として支給される生活保護費よりも、約４
万円以上も少ない金額しか支給されない国民年金の矛
盾等に目を向けず、また、その問題等を指摘せずに、ただ
今回の条例改正に反対するだけでは、観念的に弱者の味
方を気取っているとしか、私の目には映りません。
　今回の町税条例改正は増税ではありません。

【賛　成　意　見】　嶋　田　議　員

【賛　成　意　見】　嶋　田　議　員

　承認第６号　町長専決処分について承認を求めること
について（斑鳩町国民健康保険税条例の一部を改正する
条例について）、賛成する立場から意見を述べさせてい
ただきます。
　先程、町長の提出議案の説明の中で簡単明瞭に説明さ
れておられますように、この条例の改正については、法令
により国民健康保険税の基礎課税額の賦課限度額を５６
万円から４７万円に引き下げる事、後期高齢者支援金等課
税額の限度額を１２万円に設定する事、国保の被保険者が
後期高齢者医療制度に移行した場合の国保に残っている
人への減額措置や減免措置への配慮等が盛り込まれて
います。簡単に言いますと、「国民健康保険の被保険者の
負担を軽減、緩和するための条例改正である」と考えます。
よって、この改正については、妥当なものであり、住民にとっ
ても喜ばれるものであると考えます。
　減額期間が短いとか、限度額が高いから反対であると
いうのならまだ理解はできますが、想像上の危惧だけで
反対というのは理解できません。
　以上が、本条例の専決処分についての承認に対する賛
成意見であります。
　議員皆様のご賛同をよろしくお願いいたします。

　
平
成
二
十
年
第
二
回
定
例
議
会

は
、
六
月
三
日
か
ら
六
月
二
十
三

日
ま
で
の
二
十
一
日
間
の
会
期
で

開
か
れ
、
斑
鳩
町
町
税
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
な
ど
十
四
議

案
を
原
案
の
と
お
り
可
決
・
承
認

し
ま
し
た
。 

　
ま
た
、
平
成
十
九
年
度
斑
鳩
町

水
道
事
業
会
計
決
算
を
認
定
し
、

そ
の
他
、
推
薦
・
人
事
案
件
二
件
、

報
告
事
案
七
件
に
つ
い
て
も
、
推

薦
・
同
意
・
報
告
を
受
け
ま
し
た
。 

　
な
お
、
議
員
発
議
に
よ
る
意
見

書
二
件
を
追
加
上
程
・
可
決
し
、

関
係
機
関
に
送
付
し
ま
し
た
。 

 

斑鳩町町税条例の一部を改正する条例について

斑鳩町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について

町長専決処分について承認を求めることについて（斑鳩町町税条例の一
部を改正する条例について）

町長専決処分について承認を求めることについて（斑鳩町都市計画税条
例の一部を改正する条例について）

町長専決処分について承認を求めることについて（斑鳩町手数料条例の
一部を改正する条例について）

町長専決処分について承認を求めることについて（斑鳩町国民健康保険
税条例の一部を改正する条例について）

平成２０年度斑鳩町一般会計補正予算（第２号）について

町長専決処分について承認を求めることについて（平成２０年度斑鳩町国
民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）について）

町長専決処分について承認を求めることについて（平成２０年度斑鳩町老
人保健特別会計補正予算（第１号）について）

議会の委任による町長専決処分の報告について（平成２０年度斑鳩町一般
会計補正予算（第１号）について）

平成１９年度斑鳩町繰越明許費繰越計算書の報告について（一般会計）

平成１９年度斑鳩町継続費繰越計算書の報告について（公共下水道事業特
別会計）

平成１９年度斑鳩町繰越明許費繰越計算書の報告について（公共下水道事
業特別会計）

都市計画道路法隆寺線（町道４０１４号線）整備工事請負契約の締結について

斑鳩中学校本館東棟校舎耐震補強工事請負契約の締結について

平成２０年度斑鳩町公共下水道管渠築造工事請負契約の締結について（その１）

平成２０年度斑鳩町公共下水道管渠築造工事請負契約の締結について（その２）

奈良県後期高齢者医療広域連合規約の変更について

平成１９年度斑鳩町水道事業会計決算の認定について

斑鳩町農業委員会委員の推薦について

斑鳩町公平委員会委員の選任について同意を求めることについて

後期高齢者医療制度に関する意見書について

地球温暖化防止に向けた国民的運動の推進を求める意見書について

議会の委任による町長専決処分について（損害賠償の額の決定について）

平成１９年度斑鳩町文化振興財団事業報告について

平成１９年度斑鳩町土地開発公社業務報告について

平成20年6月28日をもって
任期満了となる寺西宏之氏を
引き続き選任することに同意
しました。

3ページに賛否の討論

3ページに賛否の討論

14ページに関連記事

4ページに賛否の討論、意見書

9ページに意見書

案　　　件 結　果

予
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　今回の条例改正の中で、住民税を年金から天引きする
改定については反対です。
　すでに年金受給者からは、介護保険料や後期高齢者医
療保険料、また国民健康保険税も天引きされており、この
上さらに住民税まで天引きすることについては住民から
も理解を得られないと考えます。
　また、国の対応として、５０００万件もの宙に浮いた年金
の問題がまだ未解決であり、きちんと年金を受け取れて
いるかどうかわからない人がいます。政府がやるべきこと
は、この問題の対応こそ最優先に行うべきです。
　これまでは、高齢者の暮らしの状況を考慮して、納税相
談などを行い、町行政としても様々な対応を行ってきまし
たが、特別徴収という形になれば、その余地もなくなるこ
とから、生活が大変な高齢者世帯のなかで、あってはなら
ない悲劇がおこるのではないかと危惧されてなりません。
有無も言わせぬ国のやり方には怒りを覚えます。せめて
個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の適用は納
税者の選択にするべきです。
　以上の点から、本議案のなかでも、年金からの天引き（特
別徴収制度の適用）については行うべきではない、という
ことを申し上げまして私の反対討論とさせて頂きます。

斑鳩町町税条例の一部を改正する条例について

町長専決処分について承認を求めることについて
（斑鳩町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について）

【反　対　意　見】　木　澤　議　員

【反　対　意　見】　里　川　議　員
　今回の改正の大きな問題は、後期高齢者医療制度に伴
い、新たに、支援金分が限度額１２万円で設定されること。
　基礎課税額（医療分）の限度額は、引き下げられるが、
これまでの税率に変わりはなく、一般的には、課税額は変
わらず、支援金分だけが上乗せされ、保険税の負担増とい
うのが現状である。
　高額所得者は、基礎課税額の限度額が９万円引き下げ
られ、支援金分１２万円プラスで、３万円の４．８％負担増の
みとなり、低・中所得者は、支援金分の大幅負担増となり、
支払い能力を越えてしまう。
　介護保険は４０歳以上だが、この支援金分は、国保加入
者のパート、アルバイトの正規雇用でない若者にも、負担
が発生してくる苛酷なものであり、滞納へのさらなる引き
金とならないか。
　また、町民に直接かかわる大きな問題が、国の通知が遅
いため、地方自治法で認められているといえども、町長専
決処分として処理され、あげくの果てに、厚生労働省に「市
町村はもっと住民に説明せよ。」と言われ、あまりにも地
方自治体を、そして、何よりも住民を馬鹿にしたやり方は、
どうしても許せません。町民の立場にたち、制度の問題点
を危惧して町行政を行われることを期待する。

　この町税条例改正の注目される項目としては、「個人住
民税の公的年金からの特別徴収制度の導入」「寄附金税
制の拡充」「金融・証券税制の見直し」の３点があります。
　反対者はこの内、「個人住民税の公的年金からの特別
徴収制度の導入」について、すなわち公的年金からの天
引きについて、反対しておられますが、私は総務常任委員
会で、「国の法律によって町条例が改正される事は理解で
きる。しかし、負担感の大きい特別徴収の対象者の方々
には、天引きによって税を取られると理解されるのではな
く、町の税金を支払ってると理解していただくように、マ
ンツーマンでの説明等も含めて、対象者の承諾を得るく
らいの覚悟で徹底した周知」を要望し、従来の広報に加え、
対象者個人への通知または説明を行うとの答弁を得てい
ます。
　反対者は本当に国民年金だけで生活しておられる方々
の窮状を憂いておられるのでしょうか。収入のない人の
最低生活保障費として支給される生活保護費よりも、約４
万円以上も少ない金額しか支給されない国民年金の矛
盾等に目を向けず、また、その問題等を指摘せずに、ただ
今回の条例改正に反対するだけでは、観念的に弱者の味
方を気取っているとしか、私の目には映りません。
　今回の町税条例改正は増税ではありません。

【賛　成　意　見】　嶋　田　議　員

【賛　成　意　見】　嶋　田　議　員

　承認第６号　町長専決処分について承認を求めること
について（斑鳩町国民健康保険税条例の一部を改正する
条例について）、賛成する立場から意見を述べさせてい
ただきます。
　先程、町長の提出議案の説明の中で簡単明瞭に説明さ
れておられますように、この条例の改正については、法令
により国民健康保険税の基礎課税額の賦課限度額を５６
万円から４７万円に引き下げる事、後期高齢者支援金等課
税額の限度額を１２万円に設定する事、国保の被保険者が
後期高齢者医療制度に移行した場合の国保に残っている
人への減額措置や減免措置への配慮等が盛り込まれて
います。簡単に言いますと、「国民健康保険の被保険者の
負担を軽減、緩和するための条例改正である」と考えます。
よって、この改正については、妥当なものであり、住民にとっ
ても喜ばれるものであると考えます。
　減額期間が短いとか、限度額が高いから反対であると
いうのならまだ理解はできますが、想像上の危惧だけで
反対というのは理解できません。
　以上が、本条例の専決処分についての承認に対する賛
成意見であります。
　議員皆様のご賛同をよろしくお願いいたします。

　
平
成
二
十
年
第
二
回
定
例
議
会

は
、
六
月
三
日
か
ら
六
月
二
十
三

日
ま
で
の
二
十
一
日
間
の
会
期
で

開
か
れ
、
斑
鳩
町
町
税
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
な
ど
十
四
議

案
を
原
案
の
と
お
り
可
決
・
承
認

し
ま
し
た
。 

　
ま
た
、
平
成
十
九
年
度
斑
鳩
町

水
道
事
業
会
計
決
算
を
認
定
し
、

そ
の
他
、
推
薦
・
人
事
案
件
二
件
、

報
告
事
案
七
件
に
つ
い
て
も
、
推

薦
・
同
意
・
報
告
を
受
け
ま
し
た
。 

　
な
お
、
議
員
発
議
に
よ
る
意
見

書
二
件
を
追
加
上
程
・
可
決
し
、

関
係
機
関
に
送
付
し
ま
し
た
。 

 

斑鳩町町税条例の一部を改正する条例について

斑鳩町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について

町長専決処分について承認を求めることについて（斑鳩町町税条例の一
部を改正する条例について）

町長専決処分について承認を求めることについて（斑鳩町都市計画税条
例の一部を改正する条例について）

町長専決処分について承認を求めることについて（斑鳩町手数料条例の
一部を改正する条例について）

町長専決処分について承認を求めることについて（斑鳩町国民健康保険
税条例の一部を改正する条例について）

平成２０年度斑鳩町一般会計補正予算（第２号）について

町長専決処分について承認を求めることについて（平成２０年度斑鳩町国
民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）について）

町長専決処分について承認を求めることについて（平成２０年度斑鳩町老
人保健特別会計補正予算（第１号）について）

議会の委任による町長専決処分の報告について（平成２０年度斑鳩町一般
会計補正予算（第１号）について）

平成１９年度斑鳩町繰越明許費繰越計算書の報告について（一般会計）

平成１９年度斑鳩町継続費繰越計算書の報告について（公共下水道事業特
別会計）

平成１９年度斑鳩町繰越明許費繰越計算書の報告について（公共下水道事
業特別会計）

都市計画道路法隆寺線（町道４０１４号線）整備工事請負契約の締結について

斑鳩中学校本館東棟校舎耐震補強工事請負契約の締結について

平成２０年度斑鳩町公共下水道管渠築造工事請負契約の締結について（その１）

平成２０年度斑鳩町公共下水道管渠築造工事請負契約の締結について（その２）

奈良県後期高齢者医療広域連合規約の変更について

平成１９年度斑鳩町水道事業会計決算の認定について

斑鳩町農業委員会委員の推薦について

斑鳩町公平委員会委員の選任について同意を求めることについて

後期高齢者医療制度に関する意見書について

地球温暖化防止に向けた国民的運動の推進を求める意見書について

議会の委任による町長専決処分について（損害賠償の額の決定について）

平成１９年度斑鳩町文化振興財団事業報告について

平成１９年度斑鳩町土地開発公社業務報告について

平成20年6月28日をもって
任期満了となる寺西宏之氏を
引き続き選任することに同意
しました。

3ページに賛否の討論

3ページに賛否の討論

14ページに関連記事

4ページに賛否の討論、意見書

9ページに意見書

案　　　件 結　果

予
　
　
　
　
　
算

条
　
　
　
　
　
例

規約

認定

推薦

同意

賠償

発
議

報
　
告

契
　
約

満場一致で可決

満場一致で可決

満場一致で承認

満場一致で承認

満場一致で可決

満場一致で可決

満場一致で可決

賛成多数で可決

報 告

報 告

報 告

推 薦

同 意

満場一致で認定

賛成多数で可決

賛成多数で承認

6月 
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　本定例会での一般質問は、6月9日・10日の両日、10人の議員が

行いました。質問と答弁の内容を要約し、お知らせします。　　

　2日間で延べ64人の方が傍聴に来られました。

都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の 

　
成
果
に
つ
い
て 

 

浦　野　圭　司  議員 

役場庁舎

 （
問
）
斑
鳩
町
の
将
来
像
を
想
定

し
て
い
く
目
的
で
平
成
九
年
度
よ

り
十
五
ヶ
年
に
渡
り
マ
ス
タ
ー
プ

ラ
ン
が
制
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

そ
の
成
果
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま

す
。
ま
ず
、
人
口
増
加
傾
向
が
続

く
と
想
定
さ
れ
て
い
る
が
現
状
は

減
少
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
産
業
別
従
事
者
（
農
業
・

商
業
等
）
の
動
向
に
対
し
て
も
想

定
が
甘
い
の
で
は
な
い
か
。
 

（
総
務
部
長
）
少
子
化
が
予
想
以

上
に
進
ん
で
い
る
為
、
人
口
増
加

は
厳
し
い
状
況
で
す
。
産
業
従
事

者
の
減
少
も
予
想
を
超
え
て
い
ま

す
。
 

（
問
）
一
般
市
街
地
住
宅
地
整
備

で
、
住
宅
の
形
態
・
意
匠
デ
ザ
イ

ン
・
色
彩
等
の
ル
ー
ル
化
へ
の
検

討
は
成
果
が
あ
り
ま
す
か
。
 

（
総
務
部
長
）
こ
れ
ら
の
ル
ー
ル

化
へ
の
検
討
は
で
き
て
い
ま
せ
ん

が
、
平
成
十
六
年
に
景
観
法
が
施

行
さ
れ
、
奈
良
県
で
は
、
景
観
条

例
・
景
観
計
画
の
策
定
作
業
中
で

す
。
 

 　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

　
　
　
　
　
　
　
　
に
つ
い
て

 （
問
）
新
し
く
制
度
が
導
入
さ
れ

ま
し
た
が
、
対
象
に
な
ら
れ
る
方
 

々
の
反
応
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま

す
。
ま
た
、
地
方
行
政
で
の
改
善

策
は
検
討
さ
れ
な
い
の
で
す
か
。
 

（
住
民
生
活
部
長
）
新
制
度
施
行

直
前
の
三
月
頃
か
ら
問
合
せ
が
多

く
な
り
、
そ
の
内
容
は
「
被
保
険

者
証
が
届
か
な
い
」
「
仮
徴
収
額

の
計
算
方
法
が
分
か
ら
な
い
」
「
年

金
を
受
け
て
い
る
の
に
特
別
徴
収

と
な
っ
て
い
な
い
」
等
で
あ
り
、

批
判
的
な
ご
意
見
は
少
な
か
っ
た

の
が
現
状
で
す
。
制
度
の
改
善
に

つ
い
て
は
、
法
令
に
よ
り
規
定
さ

れ
て
い
る
の
で
地
方
の
裁
量
で
行

う
部
分
は
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

 　
財
政
健
全
化
に
つ
い
て

（
問
）
平
成
十
七
年
度
に
健
全
化

検
討
会
議
が
設
置
さ
れ
、
指
針
が

示
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
後
の
成

果
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。
 

（
総
務
部
長
）
経
常
収
支
比
率
を

九
十
％
ま
で
抑
制
し
て
い
く
目
標

を
掲
げ
、
歳
入
確
保
で
は
、
受
益

者
負
担
の
適
正
化
、
滞
納
税
額
確

保
、
有
料
広
告
等
そ
の
他
財
源
の

確
保
を
し
て
い
ま
す
。
歳
出
削
減

で
は
、
職
員
の
削
減
、
給
与
削
減

（
職
員
・
議
員
）
、
団
体
補
助
金

カ
ッ
ト
等
で
財
政
効
果
額
は
四
億

三
千
三
十
三
万
円
で
す
。
 

（
問
）
こ
の
制
度
は
、
根
本
的
な

理
念
が
間
違
っ
て
い
る
と
考
え
て

い
る
こ
と
を
表
明
し
て
、
質
問
を

す
る
が
、
ま
ず
、
厚
生
労
働
省
の

保
険
料
に
関
す
る
実
態
調
査
は
、

ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
の
か
。
 

（
住
民
生
活
部
長
）
本
年
五
月
十

五
日
付
け
で
、
厚
生
労
働
省
か
ら
、

県
の
福
祉
課
に
十
二
の
パ
タ
ー
ン

に
よ
る
数
値
の
問
い
合
わ
せ
が
あ

り
、
十
九
日
に
県
下
の
市
町
村
の

数
値
を
県
か
ら
一
括
し
て
、
報
告

し
た
と
の
連
絡
を
受
け
て
い
る
。
 

（
問
）
本
来
、
制
度
導
入
前
に
行

う
べ
き
調
査
を
、
短
時
間
で
行
い
、

政府関係機関に
　2件の意見書を送付
政府関係機関に
　2件の意見書を送付

後期高齢者医療制度に関する意見書

　４月から、既に始まっている後期高齢者医療制度は、２００６年の医療制度改革の一環として、広域連合での運営となって
スタートした。
　しかし、市町村への問い合わせが殺到し、多くの高齢者は不安、不満を表している。
　本年５月に行われた厚生労働省の「実態調査」も、本来なら制度スタート前に行われるべきもので、複雑な内容にもか
かわらず、短時間での簡単なものにすぎず、到底実態を把握しているとは言いがたいものである。
　国民皆保険の国の責任のもとに、高齢者が安心して医療を受けることで、健康な生活を保障する制度でなければなら
ない。
　高齢者の生活は、近年一層の厳しさを増してきており、本制度による保険料負担は、生活基盤の弱い高齢者にとっては、
大変重いものになっている。国においては、一定の要件に基づき、保険料の軽減措置や激変緩和措置などが講じられたが、
高齢者が将来にわたって適切な負担で、安心して医療を受けることができるようにするために、これらの措置などにとど
まらず、今後の医療制度の目指すべき姿を明らかにし、国民の理解を得ながら進めていく必要がある。
　よって、以下のことを強く国に対して要望するものである。

記
１．高齢者が将来にわたって適切な負担で、安心して医療が受けられるように、さらなる制度のあり方について検討を行
うとともに、地方自治体の財政負担の増大が生じることのないように国において確実な財政措置を講じること。
２．低所得者に対する負担軽減のための施策の充実を図り、必要となる財源の措置は国において確実に措置すること。
３．後期高齢者の診療報酬体系については、今後とも、必要かつ十分な医療が確保できるものとなるようにすること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
平成２０年６月２３日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良県斑鳩町議会

　後期高齢者医療制度が４月からスタートし、政府は所得
の低い方の負担は軽く、高い方は少し負担が増えると説
明してきた。しかし、実際は所得の低い人の負担が多くなっ
ていることが明らかとなり、多くの高齢者がこの制度の廃
止を求め、全国で署名活動や国会前での抗議行動が起こっ
ている。
　７５歳という年齢でこれまで加入していた保険から切り
離され、本人の意思とは関係なく後期高齢者医療制度に
強制的に加入させられる。また、保険料は年金から天引き
され、払えなければ保険証を取り上げられる。更に、健康
診断、外来、入院等であらゆる段階で差別的な医療を押し
付けられ、憲法第２５条の生存権をも踏みにじるもの。
　また、この制度では保険料が２年ごとに見直され、７５歳
以上の人口が増えたり、医療給付費が増えれば自動的に
保険料が引き上げられる仕組みになっており、多くの斑鳩
町民は廃止や凍結を望んでいる。町民の代表として意見
書を国へ提出するのなら、全国の１２２の議会で提出され
ている、廃止及び凍結を求める意見書を出すのが斑鳩町
議会の責務である。よって、現在の後期高齢者医療制度
を容認する意見書提出には反対いたします。

後期高齢者医療制度に関する意見書について

【反　対　意　見】　西　谷　議　員

　後期高齢者医療制度に関する意見書について、賛成の
立場から、意見を述べさせていただきます。
　本年４月から始まった後期高齢者医療制度は、増大する
高齢者の医療費を国民全体で安定的に支えるとともに、７
５歳以上の高齢者の特性を踏まえた適切な医療サービス
を提供するために導入されたものであります。
　しかしながら、制度施行後、国民からは、事前の説明も
なく、保険料が上昇する場合が多いのではないか、また、
年金からの天引きには、納得できないなど、様々な意見が
寄せられています。
　今回の意見書は、こうした高齢者の方々の声を真摯に
受け止め、後期高齢者医療制度の運営上の問題点や課題
等を検証し、後期高齢者医療制度の円滑な運営を図るた
め、政府に対し、必要な改善を行うよう強く要請し、求めて
いくものです。
　また、本意見書についての提出者の思いは、こうした　
住民の声を色々と集約したもので、反対すべき内容は、ひ
とつもありません。
　議員皆様のご賛同をよろしくお願いいたします。

【賛　成　意　見】　飯　�　議　員

　６月定例会では、「後期高齢者医療制度に関する意見書」、「地
球温暖化防止に向けた国民的運動の推進を求める意見書」（９ペー
ジに掲載）が議員提案され、それぞれ賛成多数、満場一致で可決
しました。

町立図書館の 
　　　祝日閉館について 
 

後期高齢者医療制度の 
　　　　問題点について 
 

里 川 宜 志 子  議員 
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町政ここが聞きたい



　本定例会での一般質問は、6月9日・10日の両日、10人の議員が

行いました。質問と答弁の内容を要約し、お知らせします。　　

　2日間で延べ64人の方が傍聴に来られました。

都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の 

　
成
果
に
つ
い
て 

 

浦　野　圭　司  議員 

役場庁舎

 （
問
）
斑
鳩
町
の
将
来
像
を
想
定

し
て
い
く
目
的
で
平
成
九
年
度
よ

り
十
五
ヶ
年
に
渡
り
マ
ス
タ
ー
プ

ラ
ン
が
制
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

そ
の
成
果
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま

す
。
ま
ず
、
人
口
増
加
傾
向
が
続

く
と
想
定
さ
れ
て
い
る
が
現
状
は

減
少
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
産
業
別
従
事
者
（
農
業
・

商
業
等
）
の
動
向
に
対
し
て
も
想

定
が
甘
い
の
で
は
な
い
か
。
 

（
総
務
部
長
）
少
子
化
が
予
想
以

上
に
進
ん
で
い
る
為
、
人
口
増
加

は
厳
し
い
状
況
で
す
。
産
業
従
事

者
の
減
少
も
予
想
を
超
え
て
い
ま

す
。
 

（
問
）
一
般
市
街
地
住
宅
地
整
備

で
、
住
宅
の
形
態
・
意
匠
デ
ザ
イ

ン
・
色
彩
等
の
ル
ー
ル
化
へ
の
検

討
は
成
果
が
あ
り
ま
す
か
。
 

（
総
務
部
長
）
こ
れ
ら
の
ル
ー
ル

化
へ
の
検
討
は
で
き
て
い
ま
せ
ん

が
、
平
成
十
六
年
に
景
観
法
が
施

行
さ
れ
、
奈
良
県
で
は
、
景
観
条

例
・
景
観
計
画
の
策
定
作
業
中
で

す
。
 

 　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

　
　
　
　
　
　
　
　
に
つ
い
て

 （
問
）
新
し
く
制
度
が
導
入
さ
れ

ま
し
た
が
、
対
象
に
な
ら
れ
る
方
 

々
の
反
応
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま

す
。
ま
た
、
地
方
行
政
で
の
改
善

策
は
検
討
さ
れ
な
い
の
で
す
か
。
 

（
住
民
生
活
部
長
）
新
制
度
施
行

直
前
の
三
月
頃
か
ら
問
合
せ
が
多

く
な
り
、
そ
の
内
容
は
「
被
保
険

者
証
が
届
か
な
い
」
「
仮
徴
収
額

の
計
算
方
法
が
分
か
ら
な
い
」
「
年

金
を
受
け
て
い
る
の
に
特
別
徴
収

と
な
っ
て
い
な
い
」
等
で
あ
り
、

批
判
的
な
ご
意
見
は
少
な
か
っ
た

の
が
現
状
で
す
。
制
度
の
改
善
に

つ
い
て
は
、
法
令
に
よ
り
規
定
さ

れ
て
い
る
の
で
地
方
の
裁
量
で
行

う
部
分
は
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

 　
財
政
健
全
化
に
つ
い
て

（
問
）
平
成
十
七
年
度
に
健
全
化

検
討
会
議
が
設
置
さ
れ
、
指
針
が

示
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
後
の
成

果
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。
 

（
総
務
部
長
）
経
常
収
支
比
率
を

九
十
％
ま
で
抑
制
し
て
い
く
目
標

を
掲
げ
、
歳
入
確
保
で
は
、
受
益

者
負
担
の
適
正
化
、
滞
納
税
額
確

保
、
有
料
広
告
等
そ
の
他
財
源
の

確
保
を
し
て
い
ま
す
。
歳
出
削
減

で
は
、
職
員
の
削
減
、
給
与
削
減

（
職
員
・
議
員
）
、
団
体
補
助
金

カ
ッ
ト
等
で
財
政
効
果
額
は
四
億

三
千
三
十
三
万
円
で
す
。
 

（
問
）
こ
の
制
度
は
、
根
本
的
な

理
念
が
間
違
っ
て
い
る
と
考
え
て

い
る
こ
と
を
表
明
し
て
、
質
問
を

す
る
が
、
ま
ず
、
厚
生
労
働
省
の

保
険
料
に
関
す
る
実
態
調
査
は
、

ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
の
か
。
 

（
住
民
生
活
部
長
）
本
年
五
月
十

五
日
付
け
で
、
厚
生
労
働
省
か
ら
、

県
の
福
祉
課
に
十
二
の
パ
タ
ー
ン

に
よ
る
数
値
の
問
い
合
わ
せ
が
あ

り
、
十
九
日
に
県
下
の
市
町
村
の

数
値
を
県
か
ら
一
括
し
て
、
報
告

し
た
と
の
連
絡
を
受
け
て
い
る
。
 

（
問
）
本
来
、
制
度
導
入
前
に
行

う
べ
き
調
査
を
、
短
時
間
で
行
い
、

政府関係機関に
　2件の意見書を送付
政府関係機関に
　2件の意見書を送付

後期高齢者医療制度に関する意見書

　４月から、既に始まっている後期高齢者医療制度は、２００６年の医療制度改革の一環として、広域連合での運営となって
スタートした。
　しかし、市町村への問い合わせが殺到し、多くの高齢者は不安、不満を表している。
　本年５月に行われた厚生労働省の「実態調査」も、本来なら制度スタート前に行われるべきもので、複雑な内容にもか
かわらず、短時間での簡単なものにすぎず、到底実態を把握しているとは言いがたいものである。
　国民皆保険の国の責任のもとに、高齢者が安心して医療を受けることで、健康な生活を保障する制度でなければなら
ない。
　高齢者の生活は、近年一層の厳しさを増してきており、本制度による保険料負担は、生活基盤の弱い高齢者にとっては、
大変重いものになっている。国においては、一定の要件に基づき、保険料の軽減措置や激変緩和措置などが講じられたが、
高齢者が将来にわたって適切な負担で、安心して医療を受けることができるようにするために、これらの措置などにとど
まらず、今後の医療制度の目指すべき姿を明らかにし、国民の理解を得ながら進めていく必要がある。
　よって、以下のことを強く国に対して要望するものである。

記
１．高齢者が将来にわたって適切な負担で、安心して医療が受けられるように、さらなる制度のあり方について検討を行
うとともに、地方自治体の財政負担の増大が生じることのないように国において確実な財政措置を講じること。
２．低所得者に対する負担軽減のための施策の充実を図り、必要となる財源の措置は国において確実に措置すること。
３．後期高齢者の診療報酬体系については、今後とも、必要かつ十分な医療が確保できるものとなるようにすること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
平成２０年６月２３日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良県斑鳩町議会

　後期高齢者医療制度が４月からスタートし、政府は所得
の低い方の負担は軽く、高い方は少し負担が増えると説
明してきた。しかし、実際は所得の低い人の負担が多くなっ
ていることが明らかとなり、多くの高齢者がこの制度の廃
止を求め、全国で署名活動や国会前での抗議行動が起こっ
ている。
　７５歳という年齢でこれまで加入していた保険から切り
離され、本人の意思とは関係なく後期高齢者医療制度に
強制的に加入させられる。また、保険料は年金から天引き
され、払えなければ保険証を取り上げられる。更に、健康
診断、外来、入院等であらゆる段階で差別的な医療を押し
付けられ、憲法第２５条の生存権をも踏みにじるもの。
　また、この制度では保険料が２年ごとに見直され、７５歳
以上の人口が増えたり、医療給付費が増えれば自動的に
保険料が引き上げられる仕組みになっており、多くの斑鳩
町民は廃止や凍結を望んでいる。町民の代表として意見
書を国へ提出するのなら、全国の１２２の議会で提出され
ている、廃止及び凍結を求める意見書を出すのが斑鳩町
議会の責務である。よって、現在の後期高齢者医療制度
を容認する意見書提出には反対いたします。

後期高齢者医療制度に関する意見書について

【反　対　意　見】　西　谷　議　員

　後期高齢者医療制度に関する意見書について、賛成の
立場から、意見を述べさせていただきます。
　本年４月から始まった後期高齢者医療制度は、増大する
高齢者の医療費を国民全体で安定的に支えるとともに、７
５歳以上の高齢者の特性を踏まえた適切な医療サービス
を提供するために導入されたものであります。
　しかしながら、制度施行後、国民からは、事前の説明も
なく、保険料が上昇する場合が多いのではないか、また、
年金からの天引きには、納得できないなど、様々な意見が
寄せられています。
　今回の意見書は、こうした高齢者の方々の声を真摯に
受け止め、後期高齢者医療制度の運営上の問題点や課題
等を検証し、後期高齢者医療制度の円滑な運営を図るた
め、政府に対し、必要な改善を行うよう強く要請し、求めて
いくものです。
　また、本意見書についての提出者の思いは、こうした　
住民の声を色々と集約したもので、反対すべき内容は、ひ
とつもありません。
　議員皆様のご賛同をよろしくお願いいたします。

【賛　成　意　見】　飯　�　議　員

　６月定例会では、「後期高齢者医療制度に関する意見書」、「地
球温暖化防止に向けた国民的運動の推進を求める意見書」（９ペー
ジに掲載）が議員提案され、それぞれ賛成多数、満場一致で可決
しました。

町立図書館の 
　　　祝日閉館について 
 

後期高齢者医療制度の 
　　　　問題点について 
 

里 川 宜 志 子  議員 
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町政ここが聞きたい



三
分
の
二
し
か
該
当
し
な
い
、
し

か
も
、
保
険
料
が
最
も
上
が
る
世

帯
な
ど
が
除
か
れ
て
い
る
不
十
分

な
も
の
を
、
発
表
し
て
七
割
の
方

が
安
く
な
る
と
言
っ
て
い
る
が
、

町
は
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る

の
か
。
 

（
住
民
生
活
部
長
）
勘
案
さ
れ
て

い
な
い
世
帯
構
成
、
資
産
割
額
の

平
均
額
の
採
用
、
地
域
に
よ
り
算

定
方
法
が
違
う
国
保
税
の
な
か
で
、

一
定
の
条
件
に
よ
る
抽
出
調
査
は
、

仕
方
の
な
い
こ
と
だ
と
思
う
が
、

厚
生
労
働
省
に
は
、
今
後
、
条
件

設
定
な
ど
を
明
確
に
さ
れ
、
十
分

な
説
明
を
さ
れ
る
方
が
よ
い
の
で

は
な
い
か
と
考
え
る
。
 

（
問
）
さ
ら
に
、
現
役
で
、
健
康

保
険
に
加
入
し
て
い
る
世
帯
主
が
、

七
十
五
歳
に
な
っ
た
誕
生
日
に
す

ぐ
さ
ま
、
そ
の
保
険
か
ら
、
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
に
切
り
替
え
ら

れ
る
が
、
そ
の
家
族
が
、
無
保
険

の
状
態
に
陥
っ
た
り
、
入
院
を
し

て
い
る
場
合
な
ど
、
一
ヶ
月
に
二

つ
の
保
険
か
ら
の
請
求
に
よ
り
、

医
療
費
や
自
己
負
担
限
度
額
な
ど

が
二
倍
に
な
っ
た
り
す
る
例
が
あ

る
。
こ
れ
ら
の
問
題
を
解
消
す
る

よ
う
、
町
に
も
十
分
な
対
応
と
、

働
き
か
け
を
要
求
し
て
お
き
た
い
。
 

 

　
消
防
法
で
義
務
化
さ
れ
た

　
　
火
災
報
知
器
設
置
に
補
助
を

 （
問
）
わ
ず
か
な
年
金
か
ら
で
も
、

い
ろ
い
ろ
天
引
き
さ
れ
て
、
生
活

が
苦
し
い
低
所
得
の
高
齢
世
帯
に

対
す
る
助
成
は
、
必
要
性
が
高
い

の
で
は
な
い
か
。
来
年
六
月
ま
で

に
、
設
置
義
務
化
の
推
進
も
含
め

て
、
取
り
組
む
こ
と
が
望
ま
し
い

と
思
わ
れ
る
が
い
か
が
か
。
 

（
総
務
部
長
）
現
在
す
で
に
あ
る
、

福
祉
課
の
制
度
も
活
用
し
な
が
ら
、

設
置
義
務
化
へ
の
推
進
と
と
も
に
、

検
討
し
て
い
き
た
い
。
 

 

（
問
）
昨
年
十
一
月
に
、
斑
鳩
町

の
職
員
三
名
が
、
研
修
と
し
て
航

空
自
衛
隊
奈
良
基
地
に
、
二
泊
三

日
の
体
験
入
隊
を
行
っ
て
い
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
が
、

ど
の
よ
う
な
目
的
で
行
っ
た
の
か
、

な
ぜ
自
衛
隊
を
研
修
先
と
し
て
選

ん
だ
の
か
お
尋
ね
し
ま
す
。
 

（
総
務
部
長
）
近
年
、
地
震
や
洪

水
な
ど
の
災
害
が
多
発
す
る
な
か
、

自
治
体
職
員
と
し
て
、
災
害
に
対

す
る
危
機
管
理
意
識
が
強
く
求
め

ら
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
人
材
育

成
の
観
点
か
ら
、
職
場
外
研
修
と

し
て
、
規
律
正
し
い
組
織
で
あ
る

自
衛
隊
を
研
修
場
所
に
選
び
、
集

団
行
動
等
を
実
体
験
す
る
こ
と
に

よ
り
、
斑
鳩
町
役
場
と
い
う
組
織

に
お
い
て
、
い
か
に
行
動
す
べ
き

か
、
ま
た
、
非
常
時
に
お
け
る
危

機
管
理
体
制
へ
の
意
識
の
向
上
を

図
る
た
め
に
、
研
修
を
実
施
し
ま

し
た
。
 

（
問
）
単
に
災
害
時
の
危
機
管
理

意
識
の
向
上
や
、
集
団
行
動
訓
練

の
研
修
に
行
っ
た
と
い
う
こ
と
だ

け
で
は
す
ま
な
い
問
題
だ
と
考
え

ま
す
。
災
害
時
に
自
衛
隊
が
救
助

活
動
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
理

解
し
て
い
ま
す
が
、
そ
も
そ
も
自

衛
隊
は
国
防
を
本
来
任
務
と
す
る

軍
隊
で
あ
り
、
存
在
そ
の
も
の
に

国
民
的
な
議
論
が
あ
り
ま
す
。
 

　
ま
た
、
こ
の
間
の
自
衛
隊
を
取

り
巻
く
情
勢
と
し
て
、
イ
ー
ジ
ス

艦
事
故
に
見
ら
れ
る
軍
事
優
先
体

質
の
問
題
、
守
屋
防
衛
省
前
事
務

次
官
の
汚
職
に
よ
る
政
財
官
癒
着

の
問
題
、
更
に
は
自
衛
隊
奈
良
基

地
の
基
地
祭
に
際
し
て
、
戦
闘
機

が
住
宅
地
や
世
界
遺
産
の
上
空
を

低
空
飛
行
す
る
こ
と
に
、
県
民
的

な
抗
議
行
動
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
 

　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
、
職

員
を
体
験
入
隊
さ
せ
る
の
は
、
住

民
か
ら
も
理
解
さ
れ
ま
せ
ん
。
今

後
、
中
止
す
べ
き
と
考
え
ま
す
が

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
 

（
町
長
）
町
は
非
核
・
平
和
宣
言

を
し
て
お
り
、
平
和
の
取
組
み
に

つ
い
て
も
理
解
を
示
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
災
害
時
に
お
け
る
住
民

と
自
衛
隊
と
の
連
携
や
安
全
・
安

心
の
街
づ
く
り
と
い
う
こ
と
を
考

え
、
自
衛
隊
へ
の
体
験
入
隊
は
続

け
て
い
き
た
い
と
考
え
ま
す
。
 

 　
そ
の
他
の
質
問
 

※
少
人
数
学
級
に
つ
い
て
 

※
全
国
一
斉
学
力
テ
ス
ト
に
つ
い
 

　
て
 

※
老
人
憩
の
家
の
運
営
に
つ
い
て
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歴
史
文
化
の
視
点
か
ら 

　
ハ
ー
ド（
道
路
・
橋
梁
）行
政 

　
　
を
問
う 

 

吉　野　俊　明  議員 

交通安全対策について 

宮　�　和　彦  議員 

（
問
）
国
道
二
五
号
と
県
道
天
理

斑
鳩
線
の
交
差
点
（
通
称
、
国
道

二
五
号
中
宮
寺
前
交
差
点
）
の
改

良
計
画
に
つ
い
て
町
の
考
え
方
、

取
り
組
み
状
況
を
問
う
。
 

（
都
市
建
設
部
長
）
道
路
幅
員
が

狭
く
、
交
通
量
も
多
い
う
え
路
線

バ
ス
も
通
行
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

車
の
対
向
が
困
難
で
あ
り
、
交
差

点
改
良
が
必
要
で
あ
る
と
認
識
し

て
お
り
、
地
権
者
の
方
に
協
力
を

お
願
い
し
て
お
り
ま
す
。
引
き
続

き
県
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
協
力

を
得
ら
れ
る
よ
う
努
力
し
て
ま
い

り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
 

（
問
）
県
道
大
和
高
田
斑
鳩
線
と

町
道
四
一
六
号
の
交
差
点
（
万
代

北
側
交
差
点
）
の
安
全
対
策
に
つ

い
て
は
、
地
元
自
治
会
を
は
じ
め

千
百
七
十
名
の
署
名
を
添
え
、
十

九
年
五
月
十
七
日
付
け
で
西
和
警

察
署
、
奈
良
県
公
安
委
員
会
に
信

号
機
設
置
要
望
書
が
届
け
ら
れ
、

副
本
が
奈
良
県
郡
山
土
木
事
務
所
、

斑
鳩
町
に
も
届
け
ら
れ
て
お
り
ま

す
。
そ
う
し
た
間
に
も
平
成
十
九

年
十
一
月
十
三
日
に
死
亡
事
故
、

数
日
後
の
十
一
月
十
九
日
に
は
、

頚
髄
損
傷
に
よ
る
四
肢
麻
痺
の
重

大
事
故
が
発
生
し
て
お
り
、
交
差

点
に
お
け
る
交
通
安
全
対
策
に
つ

い
て
町
の
考
え
を
問
う
。
 

（
都
市
建
設
部
長
）
平
成
二
十
一

年
度
設
置
要
望
と
し
て
西
和
警
察

署
を
通
じ
、
奈
良
県
公
安
委
員
会

へ
要
望
し
て
お
り
ま
す
。
周
辺
地

域
自
治
会
で
は
、
交
通
信
号
機
設

置
及
び
緊
急
車
両
の
集
落
入
口
ま

で
の
進
入
等
を
前
提
と
し
た
道
路

拡
幅
を
考
え
て
お
ら
れ
、
土
地
改

良
区
及
び
関
係
地
権
者
等
の
協
力

が
得
ら
れ
る
よ
う
地
元
自
治
会
調

整
さ
れ
て
お
り
、
町
と
い
た
し
ま

し
て
は
、
拡
幅
に
ご
協
力
い
た
だ

け
る
と
い
う
前
提
と
し
て
、
警
察

等
関
係
機
関
と
協
議
・
調
整
を
行

っ
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。
 

（
問
）
一
日
も
早
く
安
全
対
策
を

施
し
て
い
た
だ
き
、
安
全
で
安
心

な
交
差
点
・
道
路
が
出
来
る
こ
と

を
要
望
し
ま
す
。
ま
た
、
観
光
客

の
通
る
町
道
三
〇
七
号
線
（
通
称

服
部
道
）
は
幅
員
も
狭
く
、
駅
へ

の
ア
ク
セ
ス
道
路
は
考
え
て
い
る

の
か
問
う
。
 

（
都
市
建
設
部
長
）
現
在
町
道
三

一
二
号
線
の
整
備
を
し
、
県
道
大

和
高
田
斑
鳩
線
以
西
に
お
い
て
整

備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
い
か
る

が
パ
ー
ク
ウ
ェ
イ
の
事
業
進
捗
に

併
せ
て
、
駅
か
ら
の
パ
ー
ク
ウ
ェ

イ
へ
の
接
続
を
検
討
し
て
ま
い
り

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
 

 

（
問
）
い
か
る
が
パ
ー
ク
ウ
ェ
イ

の
新
岩
瀬
橋
下
部
工
事
を
見
た
観

光
客
が
「
公
園
の
真
ん
中
で
、
こ

ん
な
工
事
を
や
っ
て
い
い
の
か
」

と
驚
い
て
い
た
。
荒
井
奈
良
県
知

事
が
「
求
む
！
景
観
反
面
教
師
！

後
世
に
残
し
た
く
な
い
景
観
を
募

集
す
る
」
と
発
表
し
た
が
、
歴
史

文
化
の
観
点
か
ら
県
立
竜
田
公
園

の
景
観
を
破
壊
す
る
橋
梁
工
事
を

斑
鳩
町
は
ど
う
思
っ
て
い
る
の
か
。
 

（
都
市
建
設
部
長
）
当
該
地
は
風

致
地
区
で
も
あ
り
、
由
緒
あ
る
竜

田
川
の
紅
葉
や
三
室
山
の
景
観
に

配
慮
し
た
橋
梁
と
な
る
よ
う
、
い

か
る
が
パ
ー
ク
ウ
ェ
イ
推
進
協
議

会
の
意
見
を
聞
き
、
協
議
し
ま
す
。
 

（
問
）
橿
原
考
古
学
研
究
所
が
バ

イ
パ
ス
予
定
地
の
稲
葉
車
瀬
地
区

の
発
掘
調
査
を
し
た
結
果
、
予
定

地
全
面
か
ら
、
弥
生
時
代
か
ら
江

戸
時
代
ま
で
の
斑
鳩
の
歴
史
（
特

に
片
桐
家
に
よ
る
竜
田
陣
屋
跡
の

武
家
屋
敷
の
様
子
が
明
ら
か
に
な

る
な
ど
）
を
目
の
当
た
り
に
す
る

遺
跡
が
現
出
し
た
。
し
か
し
三
月

八
日
に
行
わ
れ
た
現
地
説
明
会
で

は
、
稲
葉
車
瀬
地
区
の
関
係
者
の

み
を
対
象
と
し
た
た
め
、
一
般
町

民
に
は
知
ら
さ
れ
な
い
ま
ま
埋
め

戻
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
発
掘
に
は

多
額
の
税
金
が
使
わ
れ
て
い
る
。

今
年
度
も
引
き
続
き
発
掘
が
行
わ

れ
る
が
、
次
回
の
現
地
説
明
会
は

全
町
、
全
県
に
広
報
し
た
上
で
開

催
さ
れ
る
よ
う
切
望
し
ま
す
。
 

（
都
市
建
設
部
長
）
公
開
説
明
会

は
、
発
掘
し
た
遺
跡
遺
物
の
出
土

状
況
に
よ
り
、
橿
原
考
古
学
研
究

所
が
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

現
時
点
で
は
町
と
し
て
は
何
と
も

言
え
な
い
状
況
で
あ
る
。
 

（
問
）
い
か
る
が
パ
ー
ク
ウ
ェ
イ

が
「
血
税
五
兆
円
を
ム
ダ
喰
い
」

し
た
亡
国
の
道
路
リ
ス
ト
の
一
つ

と
し
て
写
真
週
刊
誌
に
掲
載
さ
れ

万代北側交差点

火災報知器

職員研修として自衛隊体験 
　  入隊を行うのは中止すべき 
 

木　澤　正　男  議員 

�����

一 般 質 問町政ここが聞きたい
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三
分
の
二
し
か
該
当
し
な
い
、
し

か
も
、
保
険
料
が
最
も
上
が
る
世

帯
な
ど
が
除
か
れ
て
い
る
不
十
分

な
も
の
を
、
発
表
し
て
七
割
の
方

が
安
く
な
る
と
言
っ
て
い
る
が
、

町
は
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る

の
か
。
 

（
住
民
生
活
部
長
）
勘
案
さ
れ
て

い
な
い
世
帯
構
成
、
資
産
割
額
の

平
均
額
の
採
用
、
地
域
に
よ
り
算

定
方
法
が
違
う
国
保
税
の
な
か
で
、

一
定
の
条
件
に
よ
る
抽
出
調
査
は
、

仕
方
の
な
い
こ
と
だ
と
思
う
が
、

厚
生
労
働
省
に
は
、
今
後
、
条
件

設
定
な
ど
を
明
確
に
さ
れ
、
十
分

な
説
明
を
さ
れ
る
方
が
よ
い
の
で

は
な
い
か
と
考
え
る
。
 

（
問
）
さ
ら
に
、
現
役
で
、
健
康

保
険
に
加
入
し
て
い
る
世
帯
主
が
、

七
十
五
歳
に
な
っ
た
誕
生
日
に
す

ぐ
さ
ま
、
そ
の
保
険
か
ら
、
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
に
切
り
替
え
ら

れ
る
が
、
そ
の
家
族
が
、
無
保
険

の
状
態
に
陥
っ
た
り
、
入
院
を
し

て
い
る
場
合
な
ど
、
一
ヶ
月
に
二

つ
の
保
険
か
ら
の
請
求
に
よ
り
、

医
療
費
や
自
己
負
担
限
度
額
な
ど

が
二
倍
に
な
っ
た
り
す
る
例
が
あ

る
。
こ
れ
ら
の
問
題
を
解
消
す
る

よ
う
、
町
に
も
十
分
な
対
応
と
、

働
き
か
け
を
要
求
し
て
お
き
た
い
。
 

 

　
消
防
法
で
義
務
化
さ
れ
た

　
　
火
災
報
知
器
設
置
に
補
助
を

 （
問
）
わ
ず
か
な
年
金
か
ら
で
も
、

い
ろ
い
ろ
天
引
き
さ
れ
て
、
生
活

が
苦
し
い
低
所
得
の
高
齢
世
帯
に

対
す
る
助
成
は
、
必
要
性
が
高
い

の
で
は
な
い
か
。
来
年
六
月
ま
で

に
、
設
置
義
務
化
の
推
進
も
含
め

て
、
取
り
組
む
こ
と
が
望
ま
し
い

と
思
わ
れ
る
が
い
か
が
か
。
 

（
総
務
部
長
）
現
在
す
で
に
あ
る
、

福
祉
課
の
制
度
も
活
用
し
な
が
ら
、

設
置
義
務
化
へ
の
推
進
と
と
も
に
、

検
討
し
て
い
き
た
い
。
 

 

（
問
）
昨
年
十
一
月
に
、
斑
鳩
町

の
職
員
三
名
が
、
研
修
と
し
て
航

空
自
衛
隊
奈
良
基
地
に
、
二
泊
三

日
の
体
験
入
隊
を
行
っ
て
い
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
が
、

ど
の
よ
う
な
目
的
で
行
っ
た
の
か
、

な
ぜ
自
衛
隊
を
研
修
先
と
し
て
選

ん
だ
の
か
お
尋
ね
し
ま
す
。
 

（
総
務
部
長
）
近
年
、
地
震
や
洪

水
な
ど
の
災
害
が
多
発
す
る
な
か
、

自
治
体
職
員
と
し
て
、
災
害
に
対

す
る
危
機
管
理
意
識
が
強
く
求
め

ら
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
人
材
育

成
の
観
点
か
ら
、
職
場
外
研
修
と

し
て
、
規
律
正
し
い
組
織
で
あ
る

自
衛
隊
を
研
修
場
所
に
選
び
、
集

団
行
動
等
を
実
体
験
す
る
こ
と
に

よ
り
、
斑
鳩
町
役
場
と
い
う
組
織

に
お
い
て
、
い
か
に
行
動
す
べ
き

か
、
ま
た
、
非
常
時
に
お
け
る
危

機
管
理
体
制
へ
の
意
識
の
向
上
を

図
る
た
め
に
、
研
修
を
実
施
し
ま

し
た
。
 

（
問
）
単
に
災
害
時
の
危
機
管
理

意
識
の
向
上
や
、
集
団
行
動
訓
練

の
研
修
に
行
っ
た
と
い
う
こ
と
だ

け
で
は
す
ま
な
い
問
題
だ
と
考
え

ま
す
。
災
害
時
に
自
衛
隊
が
救
助

活
動
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
理

解
し
て
い
ま
す
が
、
そ
も
そ
も
自

衛
隊
は
国
防
を
本
来
任
務
と
す
る

軍
隊
で
あ
り
、
存
在
そ
の
も
の
に

国
民
的
な
議
論
が
あ
り
ま
す
。
 

　
ま
た
、
こ
の
間
の
自
衛
隊
を
取

り
巻
く
情
勢
と
し
て
、
イ
ー
ジ
ス

艦
事
故
に
見
ら
れ
る
軍
事
優
先
体

質
の
問
題
、
守
屋
防
衛
省
前
事
務

次
官
の
汚
職
に
よ
る
政
財
官
癒
着

の
問
題
、
更
に
は
自
衛
隊
奈
良
基

地
の
基
地
祭
に
際
し
て
、
戦
闘
機

が
住
宅
地
や
世
界
遺
産
の
上
空
を

低
空
飛
行
す
る
こ
と
に
、
県
民
的

な
抗
議
行
動
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
 

　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
、
職

員
を
体
験
入
隊
さ
せ
る
の
は
、
住

民
か
ら
も
理
解
さ
れ
ま
せ
ん
。
今

後
、
中
止
す
べ
き
と
考
え
ま
す
が

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
 

（
町
長
）
町
は
非
核
・
平
和
宣
言

を
し
て
お
り
、
平
和
の
取
組
み
に

つ
い
て
も
理
解
を
示
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
災
害
時
に
お
け
る
住
民

と
自
衛
隊
と
の
連
携
や
安
全
・
安

心
の
街
づ
く
り
と
い
う
こ
と
を
考

え
、
自
衛
隊
へ
の
体
験
入
隊
は
続

け
て
い
き
た
い
と
考
え
ま
す
。
 

 　
そ
の
他
の
質
問
 

※
少
人
数
学
級
に
つ
い
て
 

※
全
国
一
斉
学
力
テ
ス
ト
に
つ
い
 

　
て
 

※
老
人
憩
の
家
の
運
営
に
つ
い
て
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歴
史
文
化
の
視
点
か
ら 

　
ハ
ー
ド（
道
路
・
橋
梁
）行
政 

　
　
を
問
う 

 

吉　野　俊　明  議員 

交通安全対策について 

宮　�　和　彦  議員 

（
問
）
国
道
二
五
号
と
県
道
天
理

斑
鳩
線
の
交
差
点
（
通
称
、
国
道

二
五
号
中
宮
寺
前
交
差
点
）
の
改

良
計
画
に
つ
い
て
町
の
考
え
方
、

取
り
組
み
状
況
を
問
う
。
 

（
都
市
建
設
部
長
）
道
路
幅
員
が

狭
く
、
交
通
量
も
多
い
う
え
路
線

バ
ス
も
通
行
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

車
の
対
向
が
困
難
で
あ
り
、
交
差

点
改
良
が
必
要
で
あ
る
と
認
識
し

て
お
り
、
地
権
者
の
方
に
協
力
を

お
願
い
し
て
お
り
ま
す
。
引
き
続

き
県
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
協
力

を
得
ら
れ
る
よ
う
努
力
し
て
ま
い

り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
 

（
問
）
県
道
大
和
高
田
斑
鳩
線
と

町
道
四
一
六
号
の
交
差
点
（
万
代

北
側
交
差
点
）
の
安
全
対
策
に
つ

い
て
は
、
地
元
自
治
会
を
は
じ
め

千
百
七
十
名
の
署
名
を
添
え
、
十

九
年
五
月
十
七
日
付
け
で
西
和
警

察
署
、
奈
良
県
公
安
委
員
会
に
信

号
機
設
置
要
望
書
が
届
け
ら
れ
、

副
本
が
奈
良
県
郡
山
土
木
事
務
所
、

斑
鳩
町
に
も
届
け
ら
れ
て
お
り
ま

す
。
そ
う
し
た
間
に
も
平
成
十
九

年
十
一
月
十
三
日
に
死
亡
事
故
、

数
日
後
の
十
一
月
十
九
日
に
は
、

頚
髄
損
傷
に
よ
る
四
肢
麻
痺
の
重

大
事
故
が
発
生
し
て
お
り
、
交
差

点
に
お
け
る
交
通
安
全
対
策
に
つ

い
て
町
の
考
え
を
問
う
。
 

（
都
市
建
設
部
長
）
平
成
二
十
一

年
度
設
置
要
望
と
し
て
西
和
警
察

署
を
通
じ
、
奈
良
県
公
安
委
員
会

へ
要
望
し
て
お
り
ま
す
。
周
辺
地

域
自
治
会
で
は
、
交
通
信
号
機
設

置
及
び
緊
急
車
両
の
集
落
入
口
ま

で
の
進
入
等
を
前
提
と
し
た
道
路

拡
幅
を
考
え
て
お
ら
れ
、
土
地
改

良
区
及
び
関
係
地
権
者
等
の
協
力

が
得
ら
れ
る
よ
う
地
元
自
治
会
調

整
さ
れ
て
お
り
、
町
と
い
た
し
ま

し
て
は
、
拡
幅
に
ご
協
力
い
た
だ

け
る
と
い
う
前
提
と
し
て
、
警
察

等
関
係
機
関
と
協
議
・
調
整
を
行

っ
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。
 

（
問
）
一
日
も
早
く
安
全
対
策
を

施
し
て
い
た
だ
き
、
安
全
で
安
心

な
交
差
点
・
道
路
が
出
来
る
こ
と

を
要
望
し
ま
す
。
ま
た
、
観
光
客

の
通
る
町
道
三
〇
七
号
線
（
通
称

服
部
道
）
は
幅
員
も
狭
く
、
駅
へ

の
ア
ク
セ
ス
道
路
は
考
え
て
い
る

の
か
問
う
。
 

（
都
市
建
設
部
長
）
現
在
町
道
三

一
二
号
線
の
整
備
を
し
、
県
道
大

和
高
田
斑
鳩
線
以
西
に
お
い
て
整

備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
い
か
る

が
パ
ー
ク
ウ
ェ
イ
の
事
業
進
捗
に

併
せ
て
、
駅
か
ら
の
パ
ー
ク
ウ
ェ

イ
へ
の
接
続
を
検
討
し
て
ま
い
り

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
 

 

（
問
）
い
か
る
が
パ
ー
ク
ウ
ェ
イ

の
新
岩
瀬
橋
下
部
工
事
を
見
た
観

光
客
が
「
公
園
の
真
ん
中
で
、
こ

ん
な
工
事
を
や
っ
て
い
い
の
か
」

と
驚
い
て
い
た
。
荒
井
奈
良
県
知

事
が
「
求
む
！
景
観
反
面
教
師
！

後
世
に
残
し
た
く
な
い
景
観
を
募

集
す
る
」
と
発
表
し
た
が
、
歴
史

文
化
の
観
点
か
ら
県
立
竜
田
公
園

の
景
観
を
破
壊
す
る
橋
梁
工
事
を

斑
鳩
町
は
ど
う
思
っ
て
い
る
の
か
。
 

（
都
市
建
設
部
長
）
当
該
地
は
風

致
地
区
で
も
あ
り
、
由
緒
あ
る
竜

田
川
の
紅
葉
や
三
室
山
の
景
観
に

配
慮
し
た
橋
梁
と
な
る
よ
う
、
い

か
る
が
パ
ー
ク
ウ
ェ
イ
推
進
協
議

会
の
意
見
を
聞
き
、
協
議
し
ま
す
。
 

（
問
）
橿
原
考
古
学
研
究
所
が
バ

イ
パ
ス
予
定
地
の
稲
葉
車
瀬
地
区

の
発
掘
調
査
を
し
た
結
果
、
予
定

地
全
面
か
ら
、
弥
生
時
代
か
ら
江

戸
時
代
ま
で
の
斑
鳩
の
歴
史
（
特

に
片
桐
家
に
よ
る
竜
田
陣
屋
跡
の

武
家
屋
敷
の
様
子
が
明
ら
か
に
な

る
な
ど
）
を
目
の
当
た
り
に
す
る

遺
跡
が
現
出
し
た
。
し
か
し
三
月

八
日
に
行
わ
れ
た
現
地
説
明
会
で

は
、
稲
葉
車
瀬
地
区
の
関
係
者
の

み
を
対
象
と
し
た
た
め
、
一
般
町

民
に
は
知
ら
さ
れ
な
い
ま
ま
埋
め

戻
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
発
掘
に
は

多
額
の
税
金
が
使
わ
れ
て
い
る
。

今
年
度
も
引
き
続
き
発
掘
が
行
わ

れ
る
が
、
次
回
の
現
地
説
明
会
は

全
町
、
全
県
に
広
報
し
た
上
で
開

催
さ
れ
る
よ
う
切
望
し
ま
す
。
 

（
都
市
建
設
部
長
）
公
開
説
明
会

は
、
発
掘
し
た
遺
跡
遺
物
の
出
土

状
況
に
よ
り
、
橿
原
考
古
学
研
究

所
が
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

現
時
点
で
は
町
と
し
て
は
何
と
も

言
え
な
い
状
況
で
あ
る
。
 

（
問
）
い
か
る
が
パ
ー
ク
ウ
ェ
イ

が
「
血
税
五
兆
円
を
ム
ダ
喰
い
」

し
た
亡
国
の
道
路
リ
ス
ト
の
一
つ

と
し
て
写
真
週
刊
誌
に
掲
載
さ
れ

万代北側交差点

火災報知器

職員研修として自衛隊体験 
　  入隊を行うのは中止すべき 
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いかるがパークウェイ橋脚工事

た
。
人
口
減
少
に
伴
い
車
の
台
数

も
減
っ
て
新
し
い
道
路
建
設
は
再

考
の
時
期
に
来
て
い
る
が
。
 

（
都
市
建
設
部
長
）
四
十
年
前
の

都
市
計
画
決
定
は
現
在
も
当
町
の

根
幹
を
成
す
も
の
と
認
識
し
て
お

り
、
道
路
事
業
も
そ
れ
に
沿
っ
て

推
進
さ
れ
る
も
の
と
思
っ
て
い
る
。
 

（
問
）
昭
和
橋
・
竜
田
大
橋
は
地

震
で
落
橋
す
る
お
そ
れ
は
な
い
の

か
。
ま
た
町
で
管
理
し
て
い
る
橋

梁
の
定
期
的
な
点
検
は
行
わ
れ
て

い
る
の
か
。
 

（
都
市
建
設
部
長
）
両
橋
と
も
、

阪
神
・
淡
路
大
震
災
ク
ラ
ス
に
も

耐
え
得
る
と
判
断
し
て
い
る
。
町

管
理
の
橋
梁
も
点
検
を
強
化
し
た

い
 

  

（
問
）
斑
鳩
町
で
は
ど
の
よ
う
な

方
々
に
、
放
課
後
子
ど
も
プ
ラ
ン

の
運
営
委
員
を
お
願
い
し
た
の
か

お
伺
い
し
ま
す
。
 

（
教
育
長
）
運
営
委
員
の
構
成
に

つ
い
て
は
学
校
、
家
庭
、
地
域
、

協
力
団
体
、
関
係
者
等
の
バ
ラ
ン

ス
を
考
慮
し
、
各
小
学
校
校
長
、

各
小
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
、
社
会
教
育
委

員
、
総
合
型
地
域
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ

ブ
、
老
人
会
、
婦
人
会
、
子
ど
も

会
連
絡
協
議
会
の
各
一
名
及
び
教

育
委
員
会
、
児
童
福
祉
担
当
課
、

学
校
教
育
指
導
主
事
の
合
計
十
四

名
で
運
営
委
員
会
を
構
成
し
て
い

ま
す
。
 

（
問
）
全
国
の
放
課
後
子
ど
も
プ

ラ
ン
の
統
計
デ
ー
タ
や
問
題
点
等

の
事
例
が
あ
が
り
だ
し
て
い
る
が
、

五
月
の
運
営
委
員
会
で
は
ど
の
よ

う
な
意
見
が
で
た
の
か
お
伺
い
し

ま
す
。
 

（
教
育
長
）
防
災
、
防
犯
等
の
緊

急
時
の
対
応
、
特
別
な
支
援
を
必

要
と
す
る
児
童
の
参
加
に
つ
い
て

等
の
意
見
が
あ
り
、
八
月
中
に
再

度
運
営
委
員
会
を
開
催
し
、
九
月

よ
り
放
課
後
子
ど
も
プ
ラ
ン
に
取

組
ん
で
参
り
た
い
と
考
え
ま
す
。

（
問
）
国
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
当

て
に
し
て
い
る
よ
う
な
制
度
だ
が
、

実
際
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々
に

ど
こ
ま
で
お
願
い
で
き
る
の
か
。

本
年
度
は
少
な
い
予
算
で
試
行
し

て
い
た
だ
け
る
事
は
あ
り
が
た
い

が
、
活
動
状
況
に
合
わ
せ
て
、
来

年
度
は
十
分
な
予
算
を
組
ん
で
支

援
し
て
い
た
だ
く
よ
う
、
要
望
し

て
お
き
ま
す
。
 

 　
老
朽
管
の
整
備
対
策
に
つ
い
て

 （
問
）
既
存
設
備
の
改
修
や
、
給

水
収
益
が
減
少
し
、
増
収
が
見
込

め
な
い
現
状
で
、
今
後
ど
の
よ
う

に
老
朽
管
対
策
を
行
う
の
か
お
伺

い
し
ま
す
。
 

（
上
下
水
道
部
長
）
平
成
十
四
年

度
よ
り
順
次
整
備
を
進
め
て
お
り
、

今
年
度
は
、
約
七
二
〇
ｍ
の
石
綿

管
を
整
備
す
る
予
定
で
、
経
営
状

況
を
見
な
が
ら
で
き
る
だ
け
早
期

に
改
修
し
て
参
り
ま
す
。
 

（
問
）
水
道
水
の
安
全
供
給
、
火

災
時
の
自
己
水
確
保
の
た
め
、
新

た
に
井
戸
を
整
備
し
て
も
、
災
害

時
に
老
朽
管
が
破
損
し
て
は
困
り

ま
す
。
災
害
に
強
い
町
づ
く
り
と

し
て
、
老
朽
管
の
整
備
を
進
め
て

い
た
だ
く
よ
う
要
望
し
て
お
き
ま

す
。
 

 　
そ
の
他
の
質
問
 

※
耐
震
改
修
計
画
に
つ
い
て
 

 

8

誰もが安全で安心して 
　　　利用できる拠点整備 
 

辻　　　善　次  議員 

（
問
）
町
長
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

づ
く
り
を
主
要
な
施
策
と
し
て
取

り
組
も
う
と
さ
れ
て
お
り
、
人
に

や
さ
し
い
、
安
全
で
安
心
し
て
暮

ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る

に
は
、
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活

動
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と

か
ら
、
高
齢
者
や
障
害
を
お
持
ち

の
方
々
が
地
域
で
安
全
で
安
心
し

て
暮
ら
し
や
す
く
す
る
た
め
、
公

共
施
設
で
順
次
改
修
工
事
が
さ
れ

ま
し
た
。
 

　
住
民
の
身
近
な
地
域
集
会
所
に

つ
い
て
は
、
ま
だ
ま
だ
改
修
が
遅

れ
て
い
ま
す
が
、
自
治
会
で
管
理

し
て
お
ら
れ
る
集
会
所
の
数
及
び
、

バ
リ
ア
フ
リ
ー
が
さ
れ
て
い
る
数

に
つ
い
て
お
聞
き
し
ま
す
。
 

（
総
務
部
長
）
町
内
五
十
二
箇
所

中
十
四
自
治
会
が
バ
リ
ア
フ
リ
ー

に
配
慮
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

（
問
）
私
ど
も
の
集
会
所
に
つ
い

て
も
入
り
口
の
段
差
・
和
式
の
ト

イ
レ
等
で
お
年
寄
り
や
障
害
を
お

持
ち
の
方
は
、
利
用
し
に
く
い
状

況
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
他

の
集
会
所
で
も
急
な
階
段
・
長
い

ス
ロ
ー
プ
等
で
集
会
所
に
行
く
の

に
も
大
変
不
便
な
思
い
を
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
 

　
今
後
更
に
お
年
寄
り
が
増
え
る

こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
が
、
斑
鳩

町
の
高
齢
者
の
推
移
に
つ
い
て
、

お
聞
き
し
ま
す
。
 

（
住
民
生
活
部
長
）
平
成
十
五
年

度
で
十
七
・
八
六
％
、
二
十
年
度

で
二
十
二
・
三
一
％
、
二
十
五
年

度
で
二
十
六
・
二
％
で
す
。
 

（
問
）
高
齢
者
数
は
確
実
に
増
加

し
、
自
治
会
の
集
会
所
を
利
用
さ

れ
る
高
齢
者
も
多
く
な
り
ま
す
。
 

　
ま
た
、
大
災
害
や
多
発
す
る
犯

罪
に
対
す
る
備
え
は
地
域
の
つ
な

が
り
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の

た
め
に
も
地
域
活
動
に
対
し
今
以

上
に
積
極
的
に
支
援
を
す
る
必
要

が
あ
り
、
年
々
増
加
す
る
地
域
の

防
犯
対
策
で
の
防
犯
灯
の
維
持
・

管
理
費
用
な
ど
、
今
後
も
更
に
厳

し
い
自
治
会
運
営
を
余
儀
な
く
さ

れ
て
お
り
ま
す
。
 

　
地
域
の
方
誰
も
が
、
安
全
で
安

心
し
て
利
用
で
き
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
づ
く
り
の
拠
点
と
し
た
集
会
所

の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工
事
に
対

す
る
補
助
率
ア
ッ
プ
に
つ
い
て
、

検
討
さ
れ
る
よ
う
強
く
要
望
し
ま

す
。
 

 　
そ
の
他
の
質
問
 

※
学
童
保
育
運
営
で
厚
生
労
働
省
 

　
が
示
し
た
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
 

　
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
 

 

平
成
二
十
年
（
二
〇
〇
八
年
）

5
日（
金
）

8
日（
月
）

9
日（
火
）

１０
日（
水
）

１１
日（
木
）

１６
日（
火
）

１７
日（
水
）

１８
日（
木
）

１９
日（
金
）

２４
日（
水
）

本
会
議
初
日

（
提
案
説
明
、議
案
上
程
）

広
報
発
行
常
任
委
員
会

一
般
質
問

一
般
質
問

決
算
審
査
特
別
委
員
会

決
算
審
査
特
別
委
員
会

決
算
審
査
特
別
委
員
会

建
設
水
道
常
任
委
員
会

厚
生
常
任
委
員
会

総
務
常
任
委
員
会

予
算
常
任
委
員
会

議
会
運
営
委
員
会

本
会
議
最
終
日

（
委
員
長
報
告
、討
論
、表
決
）

す
べ
て
傍
聴
で
き
ま
す
。
 

　
気
軽
に
お
越
し
下
さ
い
。
 

　
な
お
、開
会
時
間
は
本
会
議
、

委
員
会
と
も
午
前
九
時
に
予
定

し
て
お
り
ま
す
が（
広
報
発
行

常
任
委
員
会
は
本
会
議
終
了
後
）、

一
部
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、詳
し
く
は
議
会
事

務
局
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。 

 1
日（
月
）

4
日（
木
） 

九
月
定
例
議
会
の
予
定

九
月
定
例
議
会
の
予
定 

地球温暖化防止に向けた国民的運動の推進を求める意見書

　近年、乾燥地域の拡大や氷河の後退、異常気象の頻発、海面上昇等、地球温暖化の影響によるものと指摘される事象が地
球規模で顕在化している。２０世紀の間に地球の平均気温は０．６℃上昇し、わが国の平均気温も１℃上昇した。
　こうした環境・気候変動問題等を主要テーマに、本年７月、日本を議長国として北海道洞爺湖サミットが開催される。政府
においても、ダボス会議で福田総理が「クールアース推進構想」を提唱するなど、京都議定書の温室効果ガス削減目標達成
のために、地球温暖化対策推進法の改正を進めるなど、所要の温暖化防止対策を講じられているところである。
　「環境立国」を目指すわが国が、サミット開催国として積極的に議論をリードするとともに、地球温暖化防止に向けた国民
的取り組みを、より一層推進する責務がある。
　こうした観点から、サミットの象徴として、開催初日の７月７日を「地球温暖化対策の日」とし、国民が地球温暖化防止のた
めに、ＣＯ２の削減など、具体的に行動できる機会の創出に取り組むとともに、その普及、促進を図るよう、政府に対して以下
の事項について強く要請するものである。

記
一、北海道洞爺湖サミットの開催初日の７月７日を「地球温暖化対策の日」とし、ＣＯ２削減に向けた実効性の伴う国民的運動
を政府主導のもと創出し、その普及、促進に努めること

一、ＣＯ２削減のため、全国のライトアップ施設や家庭などが連携して電力の使用を一定時間控えるライトダウン運動などの
啓発イベントを開催し、地球温暖化防止のために行動する機会の創出に取り組むこと

一、クールビズやウォームビズについては認知度を深めるとともに、温度調節などの実施率を高めること
一、国民運動に対する協賛企業の拡大に努めること

　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
　平成２０年６月２３日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良県斑鳩町議会

放課後子どもプラン 
　　　　　　　について 
 

小　林　　　誠  議員 
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いかるがパークウェイ橋脚工事

た
。
人
口
減
少
に
伴
い
車
の
台
数

も
減
っ
て
新
し
い
道
路
建
設
は
再

考
の
時
期
に
来
て
い
る
が
。
 

（
都
市
建
設
部
長
）
四
十
年
前
の

都
市
計
画
決
定
は
現
在
も
当
町
の

根
幹
を
成
す
も
の
と
認
識
し
て
お

り
、
道
路
事
業
も
そ
れ
に
沿
っ
て

推
進
さ
れ
る
も
の
と
思
っ
て
い
る
。
 

（
問
）
昭
和
橋
・
竜
田
大
橋
は
地

震
で
落
橋
す
る
お
そ
れ
は
な
い
の

か
。
ま
た
町
で
管
理
し
て
い
る
橋

梁
の
定
期
的
な
点
検
は
行
わ
れ
て

い
る
の
か
。
 

（
都
市
建
設
部
長
）
両
橋
と
も
、

阪
神
・
淡
路
大
震
災
ク
ラ
ス
に
も

耐
え
得
る
と
判
断
し
て
い
る
。
町

管
理
の
橋
梁
も
点
検
を
強
化
し
た

い
 

  

（
問
）
斑
鳩
町
で
は
ど
の
よ
う
な

方
々
に
、
放
課
後
子
ど
も
プ
ラ
ン

の
運
営
委
員
を
お
願
い
し
た
の
か

お
伺
い
し
ま
す
。
 

（
教
育
長
）
運
営
委
員
の
構
成
に

つ
い
て
は
学
校
、
家
庭
、
地
域
、

協
力
団
体
、
関
係
者
等
の
バ
ラ
ン

ス
を
考
慮
し
、
各
小
学
校
校
長
、

各
小
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
、
社
会
教
育
委

員
、
総
合
型
地
域
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ

ブ
、
老
人
会
、
婦
人
会
、
子
ど
も

会
連
絡
協
議
会
の
各
一
名
及
び
教

育
委
員
会
、
児
童
福
祉
担
当
課
、

学
校
教
育
指
導
主
事
の
合
計
十
四

名
で
運
営
委
員
会
を
構
成
し
て
い

ま
す
。
 

（
問
）
全
国
の
放
課
後
子
ど
も
プ

ラ
ン
の
統
計
デ
ー
タ
や
問
題
点
等

の
事
例
が
あ
が
り
だ
し
て
い
る
が
、

五
月
の
運
営
委
員
会
で
は
ど
の
よ

う
な
意
見
が
で
た
の
か
お
伺
い
し

ま
す
。
 

（
教
育
長
）
防
災
、
防
犯
等
の
緊

急
時
の
対
応
、
特
別
な
支
援
を
必

要
と
す
る
児
童
の
参
加
に
つ
い
て

等
の
意
見
が
あ
り
、
八
月
中
に
再

度
運
営
委
員
会
を
開
催
し
、
九
月

よ
り
放
課
後
子
ど
も
プ
ラ
ン
に
取

組
ん
で
参
り
た
い
と
考
え
ま
す
。

（
問
）
国
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
当

て
に
し
て
い
る
よ
う
な
制
度
だ
が
、

実
際
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々
に

ど
こ
ま
で
お
願
い
で
き
る
の
か
。

本
年
度
は
少
な
い
予
算
で
試
行
し

て
い
た
だ
け
る
事
は
あ
り
が
た
い

が
、
活
動
状
況
に
合
わ
せ
て
、
来

年
度
は
十
分
な
予
算
を
組
ん
で
支

援
し
て
い
た
だ
く
よ
う
、
要
望
し

て
お
き
ま
す
。
 

 　
老
朽
管
の
整
備
対
策
に
つ
い
て

 （
問
）
既
存
設
備
の
改
修
や
、
給

水
収
益
が
減
少
し
、
増
収
が
見
込

め
な
い
現
状
で
、
今
後
ど
の
よ
う

に
老
朽
管
対
策
を
行
う
の
か
お
伺

い
し
ま
す
。
 

（
上
下
水
道
部
長
）
平
成
十
四
年

度
よ
り
順
次
整
備
を
進
め
て
お
り
、

今
年
度
は
、
約
七
二
〇
ｍ
の
石
綿

管
を
整
備
す
る
予
定
で
、
経
営
状

況
を
見
な
が
ら
で
き
る
だ
け
早
期

に
改
修
し
て
参
り
ま
す
。
 

（
問
）
水
道
水
の
安
全
供
給
、
火

災
時
の
自
己
水
確
保
の
た
め
、
新

た
に
井
戸
を
整
備
し
て
も
、
災
害

時
に
老
朽
管
が
破
損
し
て
は
困
り

ま
す
。
災
害
に
強
い
町
づ
く
り
と

し
て
、
老
朽
管
の
整
備
を
進
め
て

い
た
だ
く
よ
う
要
望
し
て
お
き
ま

す
。
 

 　
そ
の
他
の
質
問
 

※
耐
震
改
修
計
画
に
つ
い
て
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誰もが安全で安心して 
　　　利用できる拠点整備 
 

辻　　　善　次  議員 

（
問
）
町
長
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

づ
く
り
を
主
要
な
施
策
と
し
て
取

り
組
も
う
と
さ
れ
て
お
り
、
人
に

や
さ
し
い
、
安
全
で
安
心
し
て
暮

ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る

に
は
、
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活

動
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と

か
ら
、
高
齢
者
や
障
害
を
お
持
ち

の
方
々
が
地
域
で
安
全
で
安
心
し

て
暮
ら
し
や
す
く
す
る
た
め
、
公

共
施
設
で
順
次
改
修
工
事
が
さ
れ

ま
し
た
。
 

　
住
民
の
身
近
な
地
域
集
会
所
に

つ
い
て
は
、
ま
だ
ま
だ
改
修
が
遅

れ
て
い
ま
す
が
、
自
治
会
で
管
理

し
て
お
ら
れ
る
集
会
所
の
数
及
び
、

バ
リ
ア
フ
リ
ー
が
さ
れ
て
い
る
数

に
つ
い
て
お
聞
き
し
ま
す
。
 

（
総
務
部
長
）
町
内
五
十
二
箇
所

中
十
四
自
治
会
が
バ
リ
ア
フ
リ
ー

に
配
慮
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

（
問
）
私
ど
も
の
集
会
所
に
つ
い

て
も
入
り
口
の
段
差
・
和
式
の
ト

イ
レ
等
で
お
年
寄
り
や
障
害
を
お

持
ち
の
方
は
、
利
用
し
に
く
い
状

況
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
他

の
集
会
所
で
も
急
な
階
段
・
長
い

ス
ロ
ー
プ
等
で
集
会
所
に
行
く
の

に
も
大
変
不
便
な
思
い
を
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
 

　
今
後
更
に
お
年
寄
り
が
増
え
る

こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
が
、
斑
鳩

町
の
高
齢
者
の
推
移
に
つ
い
て
、

お
聞
き
し
ま
す
。
 

（
住
民
生
活
部
長
）
平
成
十
五
年

度
で
十
七
・
八
六
％
、
二
十
年
度

で
二
十
二
・
三
一
％
、
二
十
五
年

度
で
二
十
六
・
二
％
で
す
。
 

（
問
）
高
齢
者
数
は
確
実
に
増
加

し
、
自
治
会
の
集
会
所
を
利
用
さ

れ
る
高
齢
者
も
多
く
な
り
ま
す
。
 

　
ま
た
、
大
災
害
や
多
発
す
る
犯

罪
に
対
す
る
備
え
は
地
域
の
つ
な

が
り
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の

た
め
に
も
地
域
活
動
に
対
し
今
以

上
に
積
極
的
に
支
援
を
す
る
必
要

が
あ
り
、
年
々
増
加
す
る
地
域
の

防
犯
対
策
で
の
防
犯
灯
の
維
持
・

管
理
費
用
な
ど
、
今
後
も
更
に
厳

し
い
自
治
会
運
営
を
余
儀
な
く
さ

れ
て
お
り
ま
す
。
 

　
地
域
の
方
誰
も
が
、
安
全
で
安

心
し
て
利
用
で
き
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
づ
く
り
の
拠
点
と
し
た
集
会
所

の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工
事
に
対

す
る
補
助
率
ア
ッ
プ
に
つ
い
て
、

検
討
さ
れ
る
よ
う
強
く
要
望
し
ま

す
。
 

 　
そ
の
他
の
質
問
 

※
学
童
保
育
運
営
で
厚
生
労
働
省
 

　
が
示
し
た
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
 

　
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
 

 

平
成
二
十
年
（
二
〇
〇
八
年
）

5
日（
金
）

8
日（
月
）

9
日（
火
）

１０
日（
水
）

１１
日（
木
）

１６
日（
火
）

１７
日（
水
）

１８
日（
木
）

１９
日（
金
）

２４
日（
水
）

本
会
議
初
日

（
提
案
説
明
、議
案
上
程
）

広
報
発
行
常
任
委
員
会

一
般
質
問

一
般
質
問

決
算
審
査
特
別
委
員
会

決
算
審
査
特
別
委
員
会

決
算
審
査
特
別
委
員
会

建
設
水
道
常
任
委
員
会

厚
生
常
任
委
員
会

総
務
常
任
委
員
会

予
算
常
任
委
員
会

議
会
運
営
委
員
会

本
会
議
最
終
日

（
委
員
長
報
告
、討
論
、表
決
）

す
べ
て
傍
聴
で
き
ま
す
。
 

　
気
軽
に
お
越
し
下
さ
い
。
 

　
な
お
、開
会
時
間
は
本
会
議
、

委
員
会
と
も
午
前
九
時
に
予
定

し
て
お
り
ま
す
が（
広
報
発
行

常
任
委
員
会
は
本
会
議
終
了
後
）、

一
部
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、詳
し
く
は
議
会
事

務
局
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。 

 1
日（
月
）

4
日（
木
） 

九
月
定
例
議
会
の
予
定

九
月
定
例
議
会
の
予
定 

地球温暖化防止に向けた国民的運動の推進を求める意見書

　近年、乾燥地域の拡大や氷河の後退、異常気象の頻発、海面上昇等、地球温暖化の影響によるものと指摘される事象が地
球規模で顕在化している。２０世紀の間に地球の平均気温は０．６℃上昇し、わが国の平均気温も１℃上昇した。
　こうした環境・気候変動問題等を主要テーマに、本年７月、日本を議長国として北海道洞爺湖サミットが開催される。政府
においても、ダボス会議で福田総理が「クールアース推進構想」を提唱するなど、京都議定書の温室効果ガス削減目標達成
のために、地球温暖化対策推進法の改正を進めるなど、所要の温暖化防止対策を講じられているところである。
　「環境立国」を目指すわが国が、サミット開催国として積極的に議論をリードするとともに、地球温暖化防止に向けた国民
的取り組みを、より一層推進する責務がある。
　こうした観点から、サミットの象徴として、開催初日の７月７日を「地球温暖化対策の日」とし、国民が地球温暖化防止のた
めに、ＣＯ２の削減など、具体的に行動できる機会の創出に取り組むとともに、その普及、促進を図るよう、政府に対して以下
の事項について強く要請するものである。

記
一、北海道洞爺湖サミットの開催初日の７月７日を「地球温暖化対策の日」とし、ＣＯ２削減に向けた実効性の伴う国民的運動
を政府主導のもと創出し、その普及、促進に努めること

一、ＣＯ２削減のため、全国のライトアップ施設や家庭などが連携して電力の使用を一定時間控えるライトダウン運動などの
啓発イベントを開催し、地球温暖化防止のために行動する機会の創出に取り組むこと

一、クールビズやウォームビズについては認知度を深めるとともに、温度調節などの実施率を高めること
一、国民運動に対する協賛企業の拡大に努めること

　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
　平成２０年６月２３日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良県斑鳩町議会

放課後子どもプラン 
　　　　　　　について 
 

小　林　　　誠  議員 

�����

一 般 質 問町政ここが聞きたい
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公
共
下
水
道 

　
配
管
ミ
ス
の
責
任
は 

 

西　谷　剛　周  議員 

町公共ますのフタ

町コミュニティバス

学校耐震化

歳入増加策について 

伴　　　吉　晴  議員 

早
期
に『
学
校
耐
震
化
』実
現
を 

 

飯　�　昭　二  議員 

議会を傍聴してみませんか！ 
　斑鳩町議会では、「開かれた議会」をめざしています。 
皆さんの選んだ議員が、議場や委員会でどのような発 
言をし、行政はどう答えているのか、皆さんご自身で 
お確かめください。 
　また、会議録は庁舎ロビーや公民館、斑鳩町立図書 
館でも閲覧できます。 

皆さんのご意見やご要望をお寄せください。
〒６３６-０１９８ 
斑鳩町法隆寺西３-７-１２ 
斑鳩町議会事務局 
TEL　７４-１００１ 
FAX　７４-１０１１ 

（宛　先） 

（
問
）
先
日
の
建
設
水
道
委
員
会

で
、
興
留
第
一
地
所
で
公
共
下
水

道
の
公
共
ま
す
の
接
続
ミ
ス
に
よ

り
、
一
年
間
も
、
し
尿
が
垂
れ
流

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
発
覚
し
た
。
 

　
下
水
道
事
業
は
、
町
が
公
費
で

公
共
ま
す
を
設
置
、
次
に
町
が
認

定
し
た
業
者
が
住
民
の
排
水
設
備

工
事
を
行
い
、
公
共
ま
す
に
接
続
。

そ
の
後
、
町
が
検
査
す
る
よ
う
条

例
で
定
め
て
い
る
の
に
、
な
ぜ
今

回
の
こ
と
が
起
き
た
の
か
。
 

（
上
下
水
道
部
長
）
下
水
道
の
公

共
ま
す
の
台
帳
を
作
成
し
た
業
者

が
、
汚
水
ま
す
と
公
共
ま
す
を
間

違
っ
て
記
載
し
、
町
も
検
査
の
折

に
、
間
違
い
に
気
づ
か
な
か
っ
た

こ
と
が
原
因
で
あ
る
。
 

（
問
）
斑
鳩
町
の
公
共
ま
す
に
は

鳩
の
マ
ー
ク
が
入
っ
て
い
て
誰
で

も
わ
か
る
。
汚
水
ま
す
と
公
共
ま

す
の
区
別
が
付
か
な
い
業
者
を
町

の
認
定
業
者
に
し
て
い
る
の
な
ら
、

何
も
住
民
が
負
担
し
て
行
う
排
水

設
備
工
事
を
町
の
認
定
業
者
だ
け

に
特
定
す
る
理
由
は
な
い
。
 

　
次
に
、
業
者
の
ミ
ス
で
垂
れ
流

し
と
な
っ
た
し
尿
等
の
汚
泥
の
処

理
や
、
水
路
の
消
毒
、
公
共
ま
す

の
接
続
等
で
、
ど
の
程
度
の
経
費

が
い
る
の
か
。
 

（
上
下
水
道
部
長
）
概
算
で
五
、

六
十
万
円
程
か
か
る
が
、
下
水
道

台
帳
の
調
査
業
者
が
負
担
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。
 

（
問
）
不
始
末
の
経
費
は
業
者
が

負
担
す
る
と
聞
い
て
安
心
し
た
が
、

こ
の
事
件
を
聞
い
た
住
民
か
ら
は
、

自
分
た
ち
が
負
担
す
る
排
水
設
備

工
事
の
業
者
ま
で
町
に
指
図
さ
れ

る
こ
と
は
な
い
と
の
苦
情
が
あ
る
。

町
の
認
定
業
者
の
制
度
を
廃
止
し

て
は
ど
う
か
。
 

（
上
下
水
道
部
長
）
町
の
認
定
業

者
だ
か
ら
こ
そ
、
今
回
の
事
故
も

敏
速
に
対
応
出
来
た
と
思
っ
て
い

る
。
 

（
問
）
ミ
ス
が
あ
れ
ば
直
ぐ
に
対

応
す
る
の
は
当
然
の
事
。
今
後
の

対
策
に
つ
い
て
問
う
。
 

（
副
町
長
）
こ
の
件
に
関
し
て
は
、

大
変
申
し
訳
な
か
っ
た
と
思
っ
て

い
る
。
今
後
こ
の
よ
う
な
事
故
が

起
こ
ら
な
い
よ
う
、
徹
底
し
た
管

理
を
し
て
行
き
た
い
。
 

 　
そ
の
他
の
質
問
 

※
ア
ス
ベ
ス
ト
の
健
康
被
害
 

※
ア
グ
リ
ア
服
部
の
河
川
の
草
刈

※
し
尿
汲
み
取
り
業
者
へ
の
補
償
 

　
に
つ
い
て
 

 

（
問
）
町
の
歳
入
増
加
策
に
つ
い

て
、
現
在
行
わ
れ
て
い
る
町
広
報

紙
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の
広
告

収
入
の
実
態
は
、
ど
の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
の
で
す
か
。
 

（
総
務
部
長
）
平
成
十
九
年
度
の

有
料
広
告
料
収
入
は
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
バ
ス
に
お
い
て
は
、
延
べ
四

社
、
一
万
五
千
百
二
十
円
、
町
広

報
紙
で
は
延
べ
五
社
、
四
十
四
万

二
千
円
、
合
わ
せ
ま
し
て
四
十
五

万
七
千
百
二
十
円
の
契
約
を
い
た

だ
い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
 

（
問
）
広
告
掲
載
の
基
準
に
つ
い

て
は
、
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る

の
で
す
か
。
 

（
総
務
部
長
）
広
告
基
準
に
つ
き

ま
し
て
は
、
社
会
的
に
信
用
度
の

高
い
情
報
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

た
め
、
広
告
内
容
及
び
表
現
は
、

公
共
物
等
に
掲
載
す
る
広
告
に
ふ

さ
わ
し
い
信
用
性
と
信
頼
性
を
持

つ
も
の
に
限
る
も
の
と
し
て
お
り

ま
す
。
 

（
問
）
歳
入
増
加
を
考
え
る
に
、

他
の
広
報
紙
、
そ
し
て
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
の
バ
ナ
ー
広
告
な
ど
、
ま
だ

ま
だ
ア
イ
デ
ア
を
出
す
こ
と
が
可

能
と
考
え
る
の
で
す
が
、
歳
入
増

加
の
た
め
の
新
し
い
取
り
組
み
は

考
え
て
お
ら
れ
る
の
で
す
か
。
 

（
総
務
部
長
）
刊
行
物
に
お
き
ま

し
て
は
、
町
広
報
紙
の
ほ
か
に
、

観
光
ガ
イ
ド
マ
ッ
プ
や
行
政
ハ
ン

ド
ブ
ッ
ク
な
ど
発
行
し
て
お
り
ま

す
。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
今
後

そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
広
告
掲
載
に

つ
き
ま
し
て
、
実
現
の
可
能
性
を

検
討
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て

お
り
ま
す
。
 

　
ま
た
刊
行
物
以
外
へ
の
展
開
に

つ
き
ま
し
て
も
、
そ
の
課
題
等
を

整
理
し
て
ま
い
り
、
そ
の
上
で
、

ご
提
案
を
い
た
だ
き
ま
し
た
町
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
広
告
、
封
筒
な
ど
、

町
の
所
有
資
産
に
対
象
を
広
げ
、

そ
の
可
能
性
に
つ
き
ま
し
て
今
後

検
討
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て

お
り
ま
す
。
 

（
問
）
町
も
自
ら
歳
入
を
増
や
す

よ
う
に
積
極
的
に
取
り
組
ま
れ
る

こ
と
が
、
行
政
と
住
民
と
が
共
に

斑
鳩
町
を
考
え
て
い
く
こ
と
に
な

る
は
ず
で
す
。
今
後
と
も
、
今
ま

で
の
枠
に
と
ら
わ
れ
ず
に
自
主
財

源
確
保
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
 

 　
そ
の
他
の
質
問
 

※
役
場
の
職
員
の
今
後
の
退
職
に
 

　
伴
う
対
応
及
び
適
正
な
定
員
管
 

　
理
に
つ
い
て
。
 

 

（
問
）
学
校
施
設
は
、
子
ど
も
た

ち
に
と
っ
て
一
日
の
多
く
を
過
ご

す
学
習
と
生
活
の
場
で
あ
る
だ
け

で
は
な
く
、
災
害
時
の
防
災
拠
点

（
避
難
所
）
と
し
て
の
役
割
が
あ

る
。
昨
年
度
の
斑
鳩
町
の
耐
震
化

率
は
、
二
十
五
％
で
低
調
な
値
を

示
し
て
い
る
。
今
後
、
小
・
中
学

校
の
耐
震
化
計
画
を
前
倒
し
す
る

こ
と
が
、
早
期
的
な
対
応
に
な
る

と
考
え
る
が
、
町
の
見
解
を
伺
う
。
 

（
教
育
長
）
子
ど
も
た
ち
の
安
全

で
豊
か
な
環
境
を
確
保
す
る
た
め

に
、
耐
震
化
補
強
事
業
は
不
可
欠

で
あ
る
。
し
か
し
、
補
助
制
度
が

あ
っ
て
も
、
町
の
負
担
も
あ
り
、

財
政
的
に
厳
し
い
状
況
で
あ
る
が
、

必
要
な
施
設
か
ら
年
次
計
画
を
立

て
、
で
き
る
限
り
計
画
に
あ
わ
せ

て
事
業
を
進
め
る
。
 

（
問
）
着
実
に
工
事
を
進
め
る
た

め
の
年
次
計
画
に
つ
い
て
伺
う
。
 

（
教
育
長
）
耐
震
補
強
工
事
に
つ

い
て
は
、
平
成
二
十
年
度
に
は
、

斑
鳩
小
学
校
中
館
二
期
工
事
と
斑

鳩
中
学
校
本
館
東
棟
。
平
成
二
十

一
年
度
に
は
、
斑
鳩
中
学
校
本
館

西
棟
。
平
成
二
十
二
年
度
に
は
、

斑
鳩
中
学
校
北
館
西
棟
。
平
成
二

十
三
年
度
に
は
、
斑
鳩
中
学
校
北

館
東
棟
と
斑
鳩
西
小
学
校
。
平
成

二
十
四
年
度
か
ら
平
成
二
十
六
年

度
に
か
け
て
斑
鳩
東
・
西
小
学
校
 

の
計
画
を
予
定
し
て
い
る
。
 

　
今
後
、
学
校
耐
震
化
に
つ
い
て

は
、
で
き
る
限
り
計
画
を
前
倒
し

す
る
よ
う
努
め
る
。
 

 『
介
護
住
宅
改
修
の
受
領
委
任
払

い
制
度
』
の
導
入
を

 （
問
）
介
護
住
宅
改
修
を
す
る
場

合
、
住
宅
改
修
費
の
支
給
限
度
額

基
準
は
二
十
万
円
で
保
険
給
付
の

額
は
、
最
大
十
八
万
円
ま
で
支
給

さ
れ
る
が
、
利
用
者
は
、
ま
ず
全

額
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

た
め
、
一
時
的
に
「
全
額
を
準
備

す
る
の
が
大
変
」
と
の
声
が
あ
る
。

こ
の
制
度
を
導
入
す
べ
き
と
考
え

る
が
、
町
の
見
解
を
伺
う
。
 

（
住
民
生
活
部
長
）
こ
の
制
度
は
、

利
用
者
に
と
っ
て
利
用
し
や
す
い

も
の
に
な
る
こ
と
か
ら
、
今
後
、

そ
の
実
施
方
法
を
検
討
し
、
介
護

保
険
運
営
協
議
会
の
中
で
審
議
し
、

実
施
で
き
る
方
向
で
検
討
す
る
。
 

 そ
の
他
の
質
問
 

※
『
個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
基
 

　
本
方
針
』
改
正
に
伴
う
取
組
み
 

※
ま
ち
づ
く
り
寄
付
条
例
の
導
入
 

※
河
川
の
水
質
改
善
の
推
進
 

  

一 般 質 問町政ここが聞きたい

����� !0!1



 
公
共
下
水
道 

　
配
管
ミ
ス
の
責
任
は 

 

西　谷　剛　周  議員 

町公共ますのフタ

町コミュニティバス

学校耐震化

歳入増加策について 

伴　　　吉　晴  議員 

早
期
に『
学
校
耐
震
化
』実
現
を 

 

飯　�　昭　二  議員 

議会を傍聴してみませんか！ 
　斑鳩町議会では、「開かれた議会」をめざしています。 
皆さんの選んだ議員が、議場や委員会でどのような発 
言をし、行政はどう答えているのか、皆さんご自身で 
お確かめください。 
　また、会議録は庁舎ロビーや公民館、斑鳩町立図書 
館でも閲覧できます。 

皆さんのご意見やご要望をお寄せください。
〒６３６-０１９８ 
斑鳩町法隆寺西３-７-１２ 
斑鳩町議会事務局 
TEL　７４-１００１ 
FAX　７４-１０１１ 

（宛　先） 

（
問
）
先
日
の
建
設
水
道
委
員
会

で
、
興
留
第
一
地
所
で
公
共
下
水

道
の
公
共
ま
す
の
接
続
ミ
ス
に
よ

り
、
一
年
間
も
、
し
尿
が
垂
れ
流

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
発
覚
し
た
。
 

　
下
水
道
事
業
は
、
町
が
公
費
で

公
共
ま
す
を
設
置
、
次
に
町
が
認

定
し
た
業
者
が
住
民
の
排
水
設
備

工
事
を
行
い
、
公
共
ま
す
に
接
続
。

そ
の
後
、
町
が
検
査
す
る
よ
う
条

例
で
定
め
て
い
る
の
に
、
な
ぜ
今

回
の
こ
と
が
起
き
た
の
か
。
 

（
上
下
水
道
部
長
）
下
水
道
の
公

共
ま
す
の
台
帳
を
作
成
し
た
業
者

が
、
汚
水
ま
す
と
公
共
ま
す
を
間

違
っ
て
記
載
し
、
町
も
検
査
の
折

に
、
間
違
い
に
気
づ
か
な
か
っ
た

こ
と
が
原
因
で
あ
る
。
 

（
問
）
斑
鳩
町
の
公
共
ま
す
に
は

鳩
の
マ
ー
ク
が
入
っ
て
い
て
誰
で

も
わ
か
る
。
汚
水
ま
す
と
公
共
ま

す
の
区
別
が
付
か
な
い
業
者
を
町

の
認
定
業
者
に
し
て
い
る
の
な
ら
、

何
も
住
民
が
負
担
し
て
行
う
排
水

設
備
工
事
を
町
の
認
定
業
者
だ
け

に
特
定
す
る
理
由
は
な
い
。
 

　
次
に
、
業
者
の
ミ
ス
で
垂
れ
流

し
と
な
っ
た
し
尿
等
の
汚
泥
の
処

理
や
、
水
路
の
消
毒
、
公
共
ま
す

の
接
続
等
で
、
ど
の
程
度
の
経
費

が
い
る
の
か
。
 

（
上
下
水
道
部
長
）
概
算
で
五
、

六
十
万
円
程
か
か
る
が
、
下
水
道

台
帳
の
調
査
業
者
が
負
担
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。
 

（
問
）
不
始
末
の
経
費
は
業
者
が

負
担
す
る
と
聞
い
て
安
心
し
た
が
、

こ
の
事
件
を
聞
い
た
住
民
か
ら
は
、

自
分
た
ち
が
負
担
す
る
排
水
設
備

工
事
の
業
者
ま
で
町
に
指
図
さ
れ

る
こ
と
は
な
い
と
の
苦
情
が
あ
る
。

町
の
認
定
業
者
の
制
度
を
廃
止
し

て
は
ど
う
か
。
 

（
上
下
水
道
部
長
）
町
の
認
定
業

者
だ
か
ら
こ
そ
、
今
回
の
事
故
も

敏
速
に
対
応
出
来
た
と
思
っ
て
い

る
。
 

（
問
）
ミ
ス
が
あ
れ
ば
直
ぐ
に
対

応
す
る
の
は
当
然
の
事
。
今
後
の

対
策
に
つ
い
て
問
う
。
 

（
副
町
長
）
こ
の
件
に
関
し
て
は
、

大
変
申
し
訳
な
か
っ
た
と
思
っ
て

い
る
。
今
後
こ
の
よ
う
な
事
故
が

起
こ
ら
な
い
よ
う
、
徹
底
し
た
管

理
を
し
て
行
き
た
い
。
 

 　
そ
の
他
の
質
問
 

※
ア
ス
ベ
ス
ト
の
健
康
被
害
 

※
ア
グ
リ
ア
服
部
の
河
川
の
草
刈

※
し
尿
汲
み
取
り
業
者
へ
の
補
償
 

　
に
つ
い
て
 

 

（
問
）
町
の
歳
入
増
加
策
に
つ
い

て
、
現
在
行
わ
れ
て
い
る
町
広
報

紙
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の
広
告

収
入
の
実
態
は
、
ど
の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
の
で
す
か
。
 

（
総
務
部
長
）
平
成
十
九
年
度
の

有
料
広
告
料
収
入
は
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
バ
ス
に
お
い
て
は
、
延
べ
四

社
、
一
万
五
千
百
二
十
円
、
町
広

報
紙
で
は
延
べ
五
社
、
四
十
四
万

二
千
円
、
合
わ
せ
ま
し
て
四
十
五

万
七
千
百
二
十
円
の
契
約
を
い
た

だ
い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
 

（
問
）
広
告
掲
載
の
基
準
に
つ
い

て
は
、
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る

の
で
す
か
。
 

（
総
務
部
長
）
広
告
基
準
に
つ
き

ま
し
て
は
、
社
会
的
に
信
用
度
の

高
い
情
報
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

た
め
、
広
告
内
容
及
び
表
現
は
、

公
共
物
等
に
掲
載
す
る
広
告
に
ふ

さ
わ
し
い
信
用
性
と
信
頼
性
を
持

つ
も
の
に
限
る
も
の
と
し
て
お
り

ま
す
。
 

（
問
）
歳
入
増
加
を
考
え
る
に
、

他
の
広
報
紙
、
そ
し
て
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
の
バ
ナ
ー
広
告
な
ど
、
ま
だ

ま
だ
ア
イ
デ
ア
を
出
す
こ
と
が
可

能
と
考
え
る
の
で
す
が
、
歳
入
増

加
の
た
め
の
新
し
い
取
り
組
み
は

考
え
て
お
ら
れ
る
の
で
す
か
。
 

（
総
務
部
長
）
刊
行
物
に
お
き
ま

し
て
は
、
町
広
報
紙
の
ほ
か
に
、

観
光
ガ
イ
ド
マ
ッ
プ
や
行
政
ハ
ン

ド
ブ
ッ
ク
な
ど
発
行
し
て
お
り
ま

す
。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
今
後

そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
広
告
掲
載
に

つ
き
ま
し
て
、
実
現
の
可
能
性
を

検
討
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て

お
り
ま
す
。
 

　
ま
た
刊
行
物
以
外
へ
の
展
開
に

つ
き
ま
し
て
も
、
そ
の
課
題
等
を

整
理
し
て
ま
い
り
、
そ
の
上
で
、

ご
提
案
を
い
た
だ
き
ま
し
た
町
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
広
告
、
封
筒
な
ど
、

町
の
所
有
資
産
に
対
象
を
広
げ
、

そ
の
可
能
性
に
つ
き
ま
し
て
今
後

検
討
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て

お
り
ま
す
。
 

（
問
）
町
も
自
ら
歳
入
を
増
や
す

よ
う
に
積
極
的
に
取
り
組
ま
れ
る

こ
と
が
、
行
政
と
住
民
と
が
共
に

斑
鳩
町
を
考
え
て
い
く
こ
と
に
な

る
は
ず
で
す
。
今
後
と
も
、
今
ま

で
の
枠
に
と
ら
わ
れ
ず
に
自
主
財

源
確
保
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
 

 　
そ
の
他
の
質
問
 

※
役
場
の
職
員
の
今
後
の
退
職
に
 

　
伴
う
対
応
及
び
適
正
な
定
員
管
 

　
理
に
つ
い
て
。
 

 

（
問
）
学
校
施
設
は
、
子
ど
も
た

ち
に
と
っ
て
一
日
の
多
く
を
過
ご

す
学
習
と
生
活
の
場
で
あ
る
だ
け

で
は
な
く
、
災
害
時
の
防
災
拠
点

（
避
難
所
）
と
し
て
の
役
割
が
あ

る
。
昨
年
度
の
斑
鳩
町
の
耐
震
化

率
は
、
二
十
五
％
で
低
調
な
値
を

示
し
て
い
る
。
今
後
、
小
・
中
学

校
の
耐
震
化
計
画
を
前
倒
し
す
る

こ
と
が
、
早
期
的
な
対
応
に
な
る

と
考
え
る
が
、
町
の
見
解
を
伺
う
。
 

（
教
育
長
）
子
ど
も
た
ち
の
安
全

で
豊
か
な
環
境
を
確
保
す
る
た
め

に
、
耐
震
化
補
強
事
業
は
不
可
欠

で
あ
る
。
し
か
し
、
補
助
制
度
が

あ
っ
て
も
、
町
の
負
担
も
あ
り
、

財
政
的
に
厳
し
い
状
況
で
あ
る
が
、

必
要
な
施
設
か
ら
年
次
計
画
を
立

て
、
で
き
る
限
り
計
画
に
あ
わ
せ

て
事
業
を
進
め
る
。
 

（
問
）
着
実
に
工
事
を
進
め
る
た

め
の
年
次
計
画
に
つ
い
て
伺
う
。
 

（
教
育
長
）
耐
震
補
強
工
事
に
つ

い
て
は
、
平
成
二
十
年
度
に
は
、

斑
鳩
小
学
校
中
館
二
期
工
事
と
斑

鳩
中
学
校
本
館
東
棟
。
平
成
二
十

一
年
度
に
は
、
斑
鳩
中
学
校
本
館

西
棟
。
平
成
二
十
二
年
度
に
は
、

斑
鳩
中
学
校
北
館
西
棟
。
平
成
二

十
三
年
度
に
は
、
斑
鳩
中
学
校
北

館
東
棟
と
斑
鳩
西
小
学
校
。
平
成

二
十
四
年
度
か
ら
平
成
二
十
六
年

度
に
か
け
て
斑
鳩
東
・
西
小
学
校
 

の
計
画
を
予
定
し
て
い
る
。
 

　
今
後
、
学
校
耐
震
化
に
つ
い
て

は
、
で
き
る
限
り
計
画
を
前
倒
し

す
る
よ
う
努
め
る
。
 

 『
介
護
住
宅
改
修
の
受
領
委
任
払

い
制
度
』
の
導
入
を

 （
問
）
介
護
住
宅
改
修
を
す
る
場

合
、
住
宅
改
修
費
の
支
給
限
度
額

基
準
は
二
十
万
円
で
保
険
給
付
の

額
は
、
最
大
十
八
万
円
ま
で
支
給

さ
れ
る
が
、
利
用
者
は
、
ま
ず
全

額
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

た
め
、
一
時
的
に
「
全
額
を
準
備

す
る
の
が
大
変
」
と
の
声
が
あ
る
。

こ
の
制
度
を
導
入
す
べ
き
と
考
え

る
が
、
町
の
見
解
を
伺
う
。
 

（
住
民
生
活
部
長
）
こ
の
制
度
は
、

利
用
者
に
と
っ
て
利
用
し
や
す
い

も
の
に
な
る
こ
と
か
ら
、
今
後
、

そ
の
実
施
方
法
を
検
討
し
、
介
護

保
険
運
営
協
議
会
の
中
で
審
議
し
、

実
施
で
き
る
方
向
で
検
討
す
る
。
 

 そ
の
他
の
質
問
 

※
『
個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
基
 

　
本
方
針
』
改
正
に
伴
う
取
組
み
 

※
ま
ち
づ
く
り
寄
付
条
例
の
導
入
 

※
河
川
の
水
質
改
善
の
推
進
 

  

一 般 質 問町政ここが聞きたい

����� !0!1



総 
務
常
任
委
員
会 

　
閉
会
中
の
五
月
二
十
三
日
、
定
例
会
開
会
中
の
六
月
十
六
日
に
総
務

常
任
委
員
会
を
開
会
し
、
本
会
議
よ
り
付
託
を
受
け
ま
し
た
三
議
案
、

継
続
審
査
案
件
及
び
各
課
報
告
事
項
に
つ
い
て
審
査
を
行
い
、
付
託
議

案
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
の
議
案
も
満
場
一
致
で
可
決
し
ま
し
た
。

厚 生常任委員会 
　６月１３日（金）全委員出席のもと委員

会を開催いたしました。完成した総合保健

福祉会館の現地調査も行っていますので、

併せて概要の報告をいたします。

 

　
付
託
議
案
に
つ
い
て

１
）
議
案
第
三
十
号
　
斑
鳩
町
町

税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

に
つ
い
て 

　
平
成
二
十
年
度
の
地
方
税
制
の

改
正
を
内
容
と
す
る
「
地
方
税
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
が

平
成
二
十
年
四
月
三
十
日
に
公
布

さ
れ
た
こ
と
か
ら
、 

・
個
人
住
民
税
に
お
け
る
公
的
年 

　
金
か
ら
の
特
別
徴
収
制
度
の
導 

　
入
。 

・
個
人
住
民
税
に
お
け
る
寄
附
金 

　
制
度
の
見
直
し
。 

　
い
わ
ゆ
る
、
ふ
る
さ
と
納
税
制 

　
度
と
言
わ
れ
る
も
の
で
、
個
人 

　
が
生
ま
れ
故
郷
な
ど
の
自
治
体 

　
に
五
千
円
以
上
の
寄
付
を
し
た 

　
場
合
、
超
過
分
に
つ
い
て
、
個 

　
人
住
民
税
と
所
得
税
の
控
除
を 

　
受
け
ら
れ
る
仕
組
み
で
す
。
な 

　
お
、
寄
附
金
税
額
控
除
の
上
限 

　
は
個
人
住
民
税
所
得
割
の
十
％

　
で
す
。 

・
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得 

　
等
の
十
％
軽
減
税
率
を
廃
止
し
、 

　
二
十
％
と
す
る
も
の
で
す
。 

２
）
議
案
第
三
十
一
号
　
斑
鳩
町

消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い

て ・
非
常
勤
消
防
団
員
等
の
損
害
補 

　
償
に
か
か
る
補
償
基
礎
額
の
加 

　
算
額
を
、
現
在
の
二
百
円
か
ら 

　
二
百
十
七
円
に
改
正
す
る
も
の 

　
で
す
。 

３
）
議
案
第
三
十
四
号
　
斑
鳩
中

学
校
本
館
東
棟
校
舎
耐
震
補
強
工

事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て 

・
斑
鳩
中
学
校
本
館
東
棟
校
舎
耐 

　
震
補
強
工
事
と
し
て
、
鉄
骨
ブ 

　
レ
ス
補
強
及
び
柱
の
増
し
打
ち 

　
補
強
工
事
等
を
施
工
す
る
も
の 

　
で
す
。 

         

　
継
続
審
査
案
件
に
つ
い
て 

 

１
）
斑
鳩
町
に
お
け
る
歴
史
的
史

跡
等
の
発
掘
調
査
、
整
備
保
存
に

関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
。 

・
史
跡
藤
ノ
木
古
墳
整
備
工
事
に 

　
つ
い
て
は
、
本
年
三
月
に
竣
工 

　
し
、
五
月
二
日
に
記
念
式
典
を 

　
開
催
し
、
そ
の
後
、
町
民
の
方
々 

　
を
対
象
に
特
別
公
開
を
行
い
、 

　
三
日
か
ら
六
日
ま
で
の
ゴ
ー
ル 

　
デ
ン
ウ
イ
ー
ク
の
四
日
間
は
一 

　
般
見
学
者
を
対
象
に
特
別
公
開 

　
を
行
い
、
延
べ
七
千
三
百
六
十 

　
五
名
の
見
学
者
が
あ
り
ま
し
た
。 

　
今
後
は
秋
に
も
特
別
公
開
を
予 

　
定
し
て
い
ま
す
。 

・
（
仮
称
）
文
化
財
活
用
セ
ン
タ
ー 

　
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
本
年
九 

　
月
議
会
で
工
事
の
請
負
契
約
の 

　
議
決
を
得
て
工
事
に
着
手
で
き 

　
る
よ
う
準
備
中
で
す
。 

・
史
跡
中
宮
寺
跡
の
整
備
に
つ
い 

　
て
は
、
今
年
度
は
整
備
に
伴
う 

　
発
掘
調
査
と
し
て
、
塔
及
び
金 

　
堂
基
壇
な
ど
の
伽
藍
中
心
部
分 

　
の
発
掘
調
査
を
計
画
し
て
い
ま 

　
す
。 

 

　
各
課
報
告
事
項
に
つ
い
て 

　 　
各
課
か
ら
の
報
告
事
項
と
し
て
、

平
成
十
九
年
度
町
税
の
収
納
状
況

及
び
不
納
欠
損
処
分
に
つ
い
て
、

登
校
中
の
児
童
に
対
す
る
暴
行
事

件
、
小
学
校
に
お
け
る
感
染
性
胃

腸
炎
の
発
生
に
つ
い
て
、
職
員
採

用
試
験
の
実
施
に
つ
い
て
、
斑
鳩

町
文
化
振
興
セ
ン
タ
ー
指
定
管
理

者
の
報
告
に
つ
い
て
、
等
の
報
告

が
あ
り
ま
し
た
。 

　
　
　
　
　
（
中
西
委
員
長
記
） 

 

奈
良
県
後
期
高
齢
者
医
療

　
　
広
域
連
合
規
約
に
つ
い
て

　
連
合
長
一
名
（
市
長
）
、
副
連

合
長
（
市
長
一
名
、
町
村
長
一
名
）

二
名
だ
っ
た
も
の
を
、
副
連
合
長

を
三
名
に
し
、
事
務
方
の
県
の
次

長
級
を
加
え
る
と
い
う
規
約
変
更

で
す
。 

　
今
の
制
度
に
問
題
は
あ
る
も
の

の
、
現
在
、
国
の
方
針
ど
お
り
、

運
営
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
体
制

強
化
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

全
会
一
致
で
可
決
と
な
り
ま
し
た
。 

 

　
総
合
保
健
福
祉
会
館
は
完
成 

 

　
五
月
二
十
八
日
に
建
物
が
完
成

し
、
県
の
検
査
を
は
じ
め
、
設
計

者
・
消
防
・
町
の
検
査
を
終
わ
り
、

指
摘
事
項
の
修
正
を
行
っ
て
い
る

状
況
で
す
。 

　
備
品
に
つ
い
て
は
、
事
務
機
器
、

電
気
器
具
な
ど
六
つ
に
分
け
て
、

六
月
十
九
日
に
入
札
を
行
い
、
七

月
中
旬
に
は
、
納
品
さ
れ
て
九
月

一
日
オ
ー
プ
ン
に
向
け
て
、
準
備

が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

　
使
用
さ
れ
る
登
録
団
体
は
、
現

在
六
十
八
団
体
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

  

　
委
員
よ
り
、 

（
問
）
車
の
出
入
り
口
の
安
全
確

保
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。 

（
答
）
カ
ー
ブ
ミ
ラ
ー
と
横
断
歩

道
の
設
置
を
建
設
課
と
協
議
中
で

す
。 

（
問
）
外
観
の
美
し
さ
を
維
持
す

る
の
が
大
変
だ
が
、
管
理
は
ど
う

な
っ
て
い
る
の
か
。 

（
答
）
建
物
と
総
合
管
理
で
委
託

す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。 

（
問
）
委
託
す
る
業
者
は
ど
こ
か
。 

（
答
）
入
札
に
よ
り
、
決
定
し
ま

す
。 

な
ど
の
質
疑
が
あ
り
、
歩
行
浴
の

段
差
や
タ
イ
ル
張
り
の
と
こ
ろ
の

こ
と
な
ど
、
注
意
す
べ
き
点
に
つ

い
て
の
要
望
が
あ
り
ま
し
た
。 

              

　
特
定
健
康
診
査
に
つ
い
て

 

　
制
度
改
正
に
よ
り
、
六
月
か
ら

開
始
と
な
る
特
定
健
診
の
受
診
券

が
国
保
加
入
者
に
発
送
さ
れ
ま
し

た
。 

　
ま
た
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
で
も
、
こ
の
特
定
健
診
を
実

施
す
る
こ
と
に
し
て
お
り
、
各
市

町
村
国
保
に
委
託
さ
れ
ま
し
た
。 

　
対
象
者
は
後
期
高
齢
者
で
二
六

一
七
人
、
国
保
加
入
者
で
五
四
〇

一
人
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

　
後
期
高
齢
者
は
、
広
域
連
合
で

五
〇
〇
円
の
自
己
負
担
を
決
定
し

て
い
ま
す
が
、
斑
鳩
町
の
国
保
で

は
、
無
料
で
受
診
で
き
る
こ
と
か

ら
、
七
五
歳
以
上
の
人
に
つ
い
て

も
、
無
料
で
行
う
こ
と
に
し
て
い

ま
す
。 

　
そ
の
他
の
委
員
か
ら
の
質
疑 

 

（
問
）
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
か
ら
、
窓
口
負
担
に
関
す
る
書

類
が
届
き
、
申
請
ま
で
一
週
間
し

か
な
い
し
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
と

い
う
住
民
の
問
合
せ
に
つ
い
て
。 

（
答
）
原
則
一
割
負
担
で
す
が
、

所
得
の
高
い
人
は
、
三
割
負
担
に

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、

所
得
で
基
準
を
超
え
て
も
、
収
入

で
は
基
準
以
下
に
な
る
こ
と
も
あ

り
、
そ
の
調
査
を
今
ま
で
七
月
に

し
て
い
た
も
の
が
、
六
月
に
前
倒

し
と
な
り
、
広
域
連
合
の
事
務
が

慌
た
だ
し
い
処
理
と
な
っ
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。 

（
問
）
町
内
の
飲
食
店
か
ら
委
託

を
受
け
て
い
る
生
ゴ
ミ
収
集
車
の

不
快
な
水
だ
れ
に
つ
い
て
。 

（
答
）
常
に
指
導
を
し
て
い
ま
す

が
、
さ
ら
に
指
導
を
強
化
し
ま
す
。 

（
問
）
後
期
高
齢
者
医
療
に
よ
り
、

人
間
ド
ッ
ク
を
受
け
ら
れ
な
く
な
っ

た
七
五
歳
以
上
の
人
に
つ
い
て
。 

（
答
）
国
民
健
康
保
険
の
事
業
な

の
で
、
後
期
高
齢
者
医
療
に
加
入

と
な
っ
た
方
は
、
対
象
外
と
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
今
後
、
広
域

連
合
に
も
意
見
を
あ
げ
て
い
き
ま

す
。 

（
問
）
昨
年
の
麻
疹
（
は
し
か
）

の
よ
う
に
、
流
行
化
が
心
配
さ
れ

る
百
日
ぜ
き
に
つ
い
て
。 

（
答
）
昨
年
の
件
か
ら
、
予
防
接

種
の
効
果
は
二
十
年
ぐ
ら
い
で
は

な
い
か
、
予
防
接
種
の
普
及
で
罹

患
す
る
人
も
い
な
い
の
で
、
直
接

の
免
疫
が
な
く
、
一
旦
発
症
す
る

と
蔓
延
し
や
す
い
と
考
え
ま
す
。 

　
　
　
　
　
（
里
川
委
員
長
記
） 

 

〈
契
約
の
相
手
方
〉

　
　
宮
崎
建
設
（
株
） 

　
　
代
表
取
締
役
　
辰
己
誠
治 

〈
契
約
金
額
〉

　
　
五
千
百
九
十
七
万
五
千
円
　 

〈
工
　
期
〉

　
　
議
決
後
、
平
成
二
十
年 

　
　
八
月
二
十
七
日
ま
で 

 

中宮寺跡

庭園に設置された足湯
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総 
務
常
任
委
員
会 

　
閉
会
中
の
五
月
二
十
三
日
、
定
例
会
開
会
中
の
六
月
十
六
日
に
総
務

常
任
委
員
会
を
開
会
し
、
本
会
議
よ
り
付
託
を
受
け
ま
し
た
三
議
案
、

継
続
審
査
案
件
及
び
各
課
報
告
事
項
に
つ
い
て
審
査
を
行
い
、
付
託
議

案
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
の
議
案
も
満
場
一
致
で
可
決
し
ま
し
た
。

厚 生常任委員会 
　６月１３日（金）全委員出席のもと委員

会を開催いたしました。完成した総合保健

福祉会館の現地調査も行っていますので、

併せて概要の報告をいたします。

 

　
付
託
議
案
に
つ
い
て

１
）
議
案
第
三
十
号
　
斑
鳩
町
町

税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

に
つ
い
て 

　
平
成
二
十
年
度
の
地
方
税
制
の

改
正
を
内
容
と
す
る
「
地
方
税
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
が

平
成
二
十
年
四
月
三
十
日
に
公
布

さ
れ
た
こ
と
か
ら
、 

・
個
人
住
民
税
に
お
け
る
公
的
年 

　
金
か
ら
の
特
別
徴
収
制
度
の
導 

　
入
。 

・
個
人
住
民
税
に
お
け
る
寄
附
金 

　
制
度
の
見
直
し
。 

　
い
わ
ゆ
る
、
ふ
る
さ
と
納
税
制 

　
度
と
言
わ
れ
る
も
の
で
、
個
人 

　
が
生
ま
れ
故
郷
な
ど
の
自
治
体 

　
に
五
千
円
以
上
の
寄
付
を
し
た 

　
場
合
、
超
過
分
に
つ
い
て
、
個 

　
人
住
民
税
と
所
得
税
の
控
除
を 

　
受
け
ら
れ
る
仕
組
み
で
す
。
な 

　
お
、
寄
附
金
税
額
控
除
の
上
限 

　
は
個
人
住
民
税
所
得
割
の
十
％

　
で
す
。 

・
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得 

　
等
の
十
％
軽
減
税
率
を
廃
止
し
、 

　
二
十
％
と
す
る
も
の
で
す
。 

２
）
議
案
第
三
十
一
号
　
斑
鳩
町

消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い

て ・
非
常
勤
消
防
団
員
等
の
損
害
補 

　
償
に
か
か
る
補
償
基
礎
額
の
加 

　
算
額
を
、
現
在
の
二
百
円
か
ら 

　
二
百
十
七
円
に
改
正
す
る
も
の 

　
で
す
。 

３
）
議
案
第
三
十
四
号
　
斑
鳩
中

学
校
本
館
東
棟
校
舎
耐
震
補
強
工

事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て 

・
斑
鳩
中
学
校
本
館
東
棟
校
舎
耐 

　
震
補
強
工
事
と
し
て
、
鉄
骨
ブ 

　
レ
ス
補
強
及
び
柱
の
増
し
打
ち 

　
補
強
工
事
等
を
施
工
す
る
も
の 

　
で
す
。 

         

　
継
続
審
査
案
件
に
つ
い
て 

 

１
）
斑
鳩
町
に
お
け
る
歴
史
的
史

跡
等
の
発
掘
調
査
、
整
備
保
存
に

関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
。 

・
史
跡
藤
ノ
木
古
墳
整
備
工
事
に 

　
つ
い
て
は
、
本
年
三
月
に
竣
工 

　
し
、
五
月
二
日
に
記
念
式
典
を 

　
開
催
し
、
そ
の
後
、
町
民
の
方
々 

　
を
対
象
に
特
別
公
開
を
行
い
、 

　
三
日
か
ら
六
日
ま
で
の
ゴ
ー
ル 

　
デ
ン
ウ
イ
ー
ク
の
四
日
間
は
一 

　
般
見
学
者
を
対
象
に
特
別
公
開 

　
を
行
い
、
延
べ
七
千
三
百
六
十 

　
五
名
の
見
学
者
が
あ
り
ま
し
た
。 

　
今
後
は
秋
に
も
特
別
公
開
を
予 

　
定
し
て
い
ま
す
。 

・
（
仮
称
）
文
化
財
活
用
セ
ン
タ
ー 

　
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
本
年
九 

　
月
議
会
で
工
事
の
請
負
契
約
の 

　
議
決
を
得
て
工
事
に
着
手
で
き 

　
る
よ
う
準
備
中
で
す
。 

・
史
跡
中
宮
寺
跡
の
整
備
に
つ
い 

　
て
は
、
今
年
度
は
整
備
に
伴
う 

　
発
掘
調
査
と
し
て
、
塔
及
び
金 

　
堂
基
壇
な
ど
の
伽
藍
中
心
部
分 

　
の
発
掘
調
査
を
計
画
し
て
い
ま 

　
す
。 

 

　
各
課
報
告
事
項
に
つ
い
て 

　 　
各
課
か
ら
の
報
告
事
項
と
し
て
、

平
成
十
九
年
度
町
税
の
収
納
状
況

及
び
不
納
欠
損
処
分
に
つ
い
て
、

登
校
中
の
児
童
に
対
す
る
暴
行
事

件
、
小
学
校
に
お
け
る
感
染
性
胃

腸
炎
の
発
生
に
つ
い
て
、
職
員
採

用
試
験
の
実
施
に
つ
い
て
、
斑
鳩

町
文
化
振
興
セ
ン
タ
ー
指
定
管
理

者
の
報
告
に
つ
い
て
、
等
の
報
告

が
あ
り
ま
し
た
。 

　
　
　
　
　
（
中
西
委
員
長
記
） 

 

奈
良
県
後
期
高
齢
者
医
療

　
　
広
域
連
合
規
約
に
つ
い
て

　
連
合
長
一
名
（
市
長
）
、
副
連

合
長
（
市
長
一
名
、
町
村
長
一
名
）

二
名
だ
っ
た
も
の
を
、
副
連
合
長

を
三
名
に
し
、
事
務
方
の
県
の
次

長
級
を
加
え
る
と
い
う
規
約
変
更

で
す
。 

　
今
の
制
度
に
問
題
は
あ
る
も
の

の
、
現
在
、
国
の
方
針
ど
お
り
、

運
営
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
体
制

強
化
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

全
会
一
致
で
可
決
と
な
り
ま
し
た
。 

 

　
総
合
保
健
福
祉
会
館
は
完
成 

 

　
五
月
二
十
八
日
に
建
物
が
完
成

し
、
県
の
検
査
を
は
じ
め
、
設
計

者
・
消
防
・
町
の
検
査
を
終
わ
り
、

指
摘
事
項
の
修
正
を
行
っ
て
い
る

状
況
で
す
。 

　
備
品
に
つ
い
て
は
、
事
務
機
器
、

電
気
器
具
な
ど
六
つ
に
分
け
て
、

六
月
十
九
日
に
入
札
を
行
い
、
七

月
中
旬
に
は
、
納
品
さ
れ
て
九
月

一
日
オ
ー
プ
ン
に
向
け
て
、
準
備

が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

　
使
用
さ
れ
る
登
録
団
体
は
、
現

在
六
十
八
団
体
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

  

　
委
員
よ
り
、 

（
問
）
車
の
出
入
り
口
の
安
全
確

保
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。 

（
答
）
カ
ー
ブ
ミ
ラ
ー
と
横
断
歩

道
の
設
置
を
建
設
課
と
協
議
中
で

す
。 

（
問
）
外
観
の
美
し
さ
を
維
持
す

る
の
が
大
変
だ
が
、
管
理
は
ど
う

な
っ
て
い
る
の
か
。 

（
答
）
建
物
と
総
合
管
理
で
委
託

す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。 

（
問
）
委
託
す
る
業
者
は
ど
こ
か
。 

（
答
）
入
札
に
よ
り
、
決
定
し
ま

す
。 

な
ど
の
質
疑
が
あ
り
、
歩
行
浴
の

段
差
や
タ
イ
ル
張
り
の
と
こ
ろ
の

こ
と
な
ど
、
注
意
す
べ
き
点
に
つ

い
て
の
要
望
が
あ
り
ま
し
た
。 

              

　
特
定
健
康
診
査
に
つ
い
て

 

　
制
度
改
正
に
よ
り
、
六
月
か
ら

開
始
と
な
る
特
定
健
診
の
受
診
券

が
国
保
加
入
者
に
発
送
さ
れ
ま
し

た
。 

　
ま
た
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
で
も
、
こ
の
特
定
健
診
を
実

施
す
る
こ
と
に
し
て
お
り
、
各
市

町
村
国
保
に
委
託
さ
れ
ま
し
た
。 

　
対
象
者
は
後
期
高
齢
者
で
二
六

一
七
人
、
国
保
加
入
者
で
五
四
〇

一
人
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

　
後
期
高
齢
者
は
、
広
域
連
合
で

五
〇
〇
円
の
自
己
負
担
を
決
定
し

て
い
ま
す
が
、
斑
鳩
町
の
国
保
で

は
、
無
料
で
受
診
で
き
る
こ
と
か

ら
、
七
五
歳
以
上
の
人
に
つ
い
て

も
、
無
料
で
行
う
こ
と
に
し
て
い

ま
す
。 

　
そ
の
他
の
委
員
か
ら
の
質
疑 

 

（
問
）
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
か
ら
、
窓
口
負
担
に
関
す
る
書

類
が
届
き
、
申
請
ま
で
一
週
間
し

か
な
い
し
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
と

い
う
住
民
の
問
合
せ
に
つ
い
て
。 

（
答
）
原
則
一
割
負
担
で
す
が
、

所
得
の
高
い
人
は
、
三
割
負
担
に

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、

所
得
で
基
準
を
超
え
て
も
、
収
入

で
は
基
準
以
下
に
な
る
こ
と
も
あ

り
、
そ
の
調
査
を
今
ま
で
七
月
に

し
て
い
た
も
の
が
、
六
月
に
前
倒

し
と
な
り
、
広
域
連
合
の
事
務
が

慌
た
だ
し
い
処
理
と
な
っ
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。 

（
問
）
町
内
の
飲
食
店
か
ら
委
託

を
受
け
て
い
る
生
ゴ
ミ
収
集
車
の

不
快
な
水
だ
れ
に
つ
い
て
。 

（
答
）
常
に
指
導
を
し
て
い
ま
す

が
、
さ
ら
に
指
導
を
強
化
し
ま
す
。 

（
問
）
後
期
高
齢
者
医
療
に
よ
り
、

人
間
ド
ッ
ク
を
受
け
ら
れ
な
く
な
っ

た
七
五
歳
以
上
の
人
に
つ
い
て
。 

（
答
）
国
民
健
康
保
険
の
事
業
な

の
で
、
後
期
高
齢
者
医
療
に
加
入

と
な
っ
た
方
は
、
対
象
外
と
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
今
後
、
広
域

連
合
に
も
意
見
を
あ
げ
て
い
き
ま

す
。 

（
問
）
昨
年
の
麻
疹
（
は
し
か
）

の
よ
う
に
、
流
行
化
が
心
配
さ
れ

る
百
日
ぜ
き
に
つ
い
て
。 

（
答
）
昨
年
の
件
か
ら
、
予
防
接

種
の
効
果
は
二
十
年
ぐ
ら
い
で
は

な
い
か
、
予
防
接
種
の
普
及
で
罹

患
す
る
人
も
い
な
い
の
で
、
直
接

の
免
疫
が
な
く
、
一
旦
発
症
す
る

と
蔓
延
し
や
す
い
と
考
え
ま
す
。 

　
　
　
　
　
（
里
川
委
員
長
記
） 

 

〈
契
約
の
相
手
方
〉

　
　
宮
崎
建
設
（
株
） 

　
　
代
表
取
締
役
　
辰
己
誠
治 

〈
契
約
金
額
〉

　
　
五
千
百
九
十
七
万
五
千
円
　 

〈
工
　
期
〉

　
　
議
決
後
、
平
成
二
十
年 

　
　
八
月
二
十
七
日
ま
で 

 

中宮寺跡

庭園に設置された足湯

����� !2!3

委員会のうごき委員会のうごき



����� !4!5

委員会のうごき委員会のうごき

　
六
月
十
一
日
全
委
員
出
席
の
も
と
、
本
会
議
か
ら
付
託
を
受
け
た
四
議

案
を
慎
重
に
審
議
し
、
い
ず
れ
も
可
決
す
べ
き
も
の
と
し
ま
し
た
。

　
そ
の
主
な
内
容
に
つ
い
て
の
概
要
を
報
告
い
た
し
ま
す
。

建 
設
水
道
常
任
委
員
会 

　
六
月
十
七
日
全
委
員
出
席
の
も
と
委
員
会
を
開
催
し
、
本
会
議
か
ら
付

託
を
受
け
た
一
議
案
に
つ
い
て
審
議
を
致
し
ま
し
た
。

予 
算
常
任
委
員
会 

 

　
付
託
議
案
に
つ
い
て

 

　
　

◎
平
成
十
九
年
度
斑
鳩
町
水
道
事

業
会
計
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

▽
代
表
監
査
委
員
の
報
告

　
水
道
事
業
会
計
決
算
書
類
は
、 

関
係
法
令
に
準
拠
し
て
作
成
さ
れ

て
お
り
、
当
事
業
年
度
の
経
営
成

績
及
び
当
年
度
末
の
財
政
状
態
を

適
正
に
表
示
さ
れ
て
い
る
と
判
断

で
き
る
と
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。 

そ
の
一
方
、
留
意
す
べ
き
点
と
し

て
、
公
営
企
業
は
常
に
企
業
の
経

営
性
を
発
揮
し
、
公
共
の
福
祉
を

増
進
す
る
運
営
を
す
る
こ
と
、
給

付
に
つ
い
て
の
料
金
は
、
公
平
妥

当
な
も
の
と
さ
れ
、
能
率
的
経
営

の
下
に
お
け
る
適
正
な
原
価
を
基

礎
と
し
て
、
公
営
企
業
の
健
全
な

運
営
を
確
保
し
、
経
営
の
現
状
に

余
裕
が
あ
る
と
し
て
も
、
よ
り
一

層
の
合
理
化
に
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
の
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。 

▽ 

水
道
事
業
会
計
決
算
の
説
明

　
契
約
件
数
が
前
年
度
よ
り
九
十

九
件
増
加
し
、
一
万
百
七
十
二
件 

と
な
っ
た
。
有
収
率
に
つ
い
て
は
、

九
十
四
・
六
％
で
前
年
度
と
比
較

し
て
一
ポ
イ
ン
ト
低
下
し
た
。 

　
建
設
費
に
つ
い
て
は
、
配
水
設

備
で
管
路
近
代
化
事
業
、
老
朽
管

更
新
事
業
等
で
三
千
二
十
一
メ
ー

ト
ル
の
工
事
を
行
い
、
石
綿
管
の

更
新
で
は
一
千
九
メ
ー
ト
ル
実
施
。 

　
ま
と
め
と
し
て
、
料
金
収
入
と

有
収
水
量
は
、
少
子
・
高
齢
化
や

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化
等
に
よ

り
、
毎
年
減
少
し
て
い
る
。
こ
の

傾
向
は
、
今
後
も
続
く
も
の
と
予

測
さ
れ
増
収
は
見
込
め
な
い
状
況

に
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま

え
、
現
行
の
水
道
料
金
を
維
持
し

な
が
ら
、
コ
ス
ト
削
減
や
必
要
最

小
限
の
設
備
投
資
を
心
が
け
、
自

己
財
産
の
確
保
と
健
全
な
水
道
経

営
の
推
進
に
取
り
組
み
、
安
全
で

清
浄
な
水
道
水
の
安
定
供
給
に
努

め
た
い
と
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。 

　
委
員
よ
り
、
石
綿
管
の
飛
散
と

処
分
に
つ
い
て
、
水
道
施
設
の
耐

震
化
の
状
況
に
つ
い
て
等
の
意
見

が
あ
り
ま
し
た
。 

          

　
継
続
審
査
案
件
に
つ
い
て

◎
公
共
下
水
道
事
業
に
関
す
る
こ

と
に
つ
い
て 

　
平
成
二
十
年
五
月
三
十
日
現
在

の
接
続
に
関
す
る
状
況
は
、
申
請

受
付
件
数
が
千
五
百
四
十
七
件
、

検
査
済
み
件
数
が
千
五
百
二
十
件
、

融
資
あ
っ
せ
ん
利
用
件
数
が
二
十

六
件
、
浄
化
槽
雨
水
貯
留
施
設
転

用
総
数
が
十
七
件
と
な
っ
て
い
る

と
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。 

　
委
員
よ
り
、
公
共
ま
す
の
申
請

と
設
置
に
つ
い
て
、
排
水
設
備
業

者
の
認
定
に
つ
い
て
等
の
意
見
が

あ
り
ま
し
た
。 

◎
都
市
計
画
道
路
の
整
備
促
進
に

関
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

　
い
か
る
が
パ
ー
ク
ウ
ェ
イ
に
つ

い
て
は
、
橋
台
、
橋
脚
の
工
事
が

予
定
通
り
終
了
し
、
休
工
期
間
に

入
り
、
そ
の
間
、
公
園
通
路
の
一

部
に
つ
い
て
休
工
期
間
中
、
二
メ
ー

タ
ー
の
幅
員
を
確
保
し
、
工
事
区

域
に
つ
い
て
は
、
仮
囲
い
で
締
め

切
り
を
行
う
と
の
報
告
が
あ
り
ま

し
た
。 

◎
Ｊ
Ｒ
法
隆
寺
駅
周
辺
整
備
事
業

に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て

　
現
在
、
駅
周
辺
の
道
路
整
備
に

向
け
て
、
各
路
線
に
つ
い
て
事
業

を
推
進
し
て
い
る
。 

　
一
号
線
に
つ
い
て
は
、
道
路
線

形
が
概
ね
、
ま
と
ま
り
関
係
機
関

と
協
議
し
な
が
ら
進
め
て
い
る
。 

　
二
号
線
に
つ
い
て
は
、
三
月
二

十
九
日
に
地
権
者
を
対
象
に
説
明

会
を
開
催
し
、
主
に
道
路
の
線
形
、

計
画
高
、
用
排
水
路
に
つ
い
て
の

説
明
を
お
こ
な
っ
た
。 

　
五
号
線
に
つ
い
て
は
、
現
在
、

道
路
線
形
の
精
査
及
び
建
物
等
、

補
償
調
査
の
成
果
を
基
に
内
容
の

整
理
を
進
め
て
い
る
。 

 

　
各
課
報
告
事
項
に
つ
い
て

 

◎
斑
鳩
町
観
光
大
使
の
設
置
に
つ

い
て 

　
斑
鳩
町
の
観
光
客
誘
致
の
一
環

と
し
て
、
観
光
大
使
を
設
置
し
、

観
光
大
使
を
通
じ
て
、
数
多
く
の

歴
史
的
文
化
遺
産
と
豊
か
な
自
然

環
境
な
ど
、
斑
鳩
の
素
晴
ら
し
さ

を
町
内
外
に
情
報
発
信
す
る
も
の

で
あ
る
。
斑
鳩
町
に
お
け
る
観
光

大
使
と
は
、
町
外
に
赴
任
、
留
学
、

或
い
は
居
住
す
る
人
が
、
そ
れ
ぞ

れ
の
現
場
で
、
機
会
あ
る
ご
と
に

斑
鳩
の
素
晴
ら
し
さ
を
Ｐ
Ｒ
し
て

い
た
だ
く
こ
と
と
し
て
い
る
。
選

考
に
つ
い
て
は
、
斑
鳩
を
愛
し
、

斑
鳩
の
良
さ
を
広
く
伝
え
、
情
報

発
信
で
き
る
人
を
選
考
し
、
随
時
、

町
長
が
委
嘱
す
る
こ
と
と
な
っ
て

い
る
。 

　
　
　
　
　
（
飯
�
委
員
長
記
） 

 

　
付
託
議
案
に
つ
い
て

 

　
　

◎
平
成
二
十
年
度
斑
鳩
町
一
般
会

計
補
正
予
算
に
つ
い
て

（
主
な
内
容
） 

・
福
祉
基
金
へ
の
寄
附
金
五
万
円

の
積
み
立
て 

・
藤
ノ
木
古
墳
整
備
基
金
へ
の
寄

附
金
６
万
円
の
積
み
立
て 

・
消
防
団
員
二
名
の
退
職
報
奨
金

百
二
十
一
万
三
千
円
の
受
け
入
れ

と
支
払
い 

・
西
岡
常
一
棟
梁
生
誕
１
０
０
年

事
業
へ
の
助
成
金
五
十
万
円
の
受

け
入
れ 

　
付
託
議
案
一
件
は
、
原
案
通
り

可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

 

 

　
そ
の
他
に
つ
い
て

 

　
　

（
委
員
の
質
疑
と
町
の
回
答
） 

（
問
）
物
価
上
昇
に
よ
る
給
食
費

へ
の
影
響
に
つ
い
て
。  

（
答
）
他
の
自
治
体
で
は
、
給
食

費
を
値
上
げ
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る

よ
う
だ
が
、
当
町
で
は
今
年
度
の

値
上
げ
は
考
え
て
い
な
い
。 

（
問
）
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
へ
の

取
組
み
に
つ
い
て
ど
う
考
え
て
い

る
か
。 

（
答
）
町
の
資
源
を
生
か
し
な
が

ら
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
情
報
発

信
を
行
っ
て
い
き
た
い
。 

（
問
）
原
油
価
格
高
騰
に
よ
る
予

算
へ
の
影
響
に
つ
い
て
。 

（
答
）
町
内
で
の
移
動
は
自
転
車

に
す
る
な
ど
経
費
節
減
に
努
め
て

ま
い
り
た
い
。
現
在
の
と
こ
ろ
当

初
見
込
ん
で
い
た
予
算
で
対
応
で

き
て
い
る
。 

と
の
質
疑
応
答
が
あ
り
ま
し
た
。 

　
　
　
　
（
木
澤
委
員
長
記
） 

議 会運営委員会 

　
安
堵
町
議
会
よ
り

　
　
斑
鳩
町
に
「
意
見
書
」

 

　
六
月
十
九
日
に
安
堵
町
議
会
か

ら
、
「
斑
鳩
町
と
の
合
併
協
議
推

進
を
求
め
る
意
見
書
」
が
提
出
さ

れ
ま
し
た
。 

　
内
容
は
、
小
規
模
な
町
で
は
、

将
来
に
渡
る
財
政
運
営
が
厳
し
く
、

歴
史
・
文
化
の
つ
な
が
り
の
深
い

斑
鳩
町
と
と
も
に
、
新
た
な
地
域

社
会
の
構
築
を
し
、
両
町
の
発
展

を
目
指
し
た
い
の
で
、
早
期
に
合

併
協
議
を
推
進
し
て
ほ
し
い
と
い

う
も
の
で
し
た
。 

　
こ
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
の
協

議
を
行
い
ま
し
た
。 

委
員
よ
り 

◎
斑
鳩
町
は
す
で
に
、
住
民
投
票

で
、
単
独
町
制
を
決
意
し
て
い
る

の
で
、
意
見
を
承
り
、
そ
れ
ぞ
れ

が
調
査
・
研
究
す
る
と
い
う
こ
と

で
、
各
議
員
に
配
布
だ
け
し
て
お

け
ば
良
い
。 

◎
確
か
に
七
町
合
併
の
住
民
投
票

で
は
、
圧
倒
的
に
反
対
が
多
か
っ

た
が
、
二
町
で
と
い
う
枠
組
み
に

つ
い
て
は
、
議
論
を
し
た
こ
と
が

な
い
の
で
、
一
定
の
協
議
を
し
た

う
え
で
何
ら
か
の
返
事
を
す
る
必

要
が
あ
る
。 

◎
新
人
の
議
員
も
多
く
、
七
町
合

併
の
経
過
な
ど
も
検
証
し
直
し
、

こ
の
間
に
、
合
併
特
例
法
も
改
正

を
重
ね
て
い
る
こ
と
か
ら
、
議
会

と
し
て
も
、
学
習
会
な
ど
を
す
る

方
が
良
い
。 

　
委
員
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が

出
さ
れ
ま
し
た
が
、
委
員
会
と
し

て
以
下
の
と
お
り
取
り
ま
と
め
を

し
ま
し
た
。 

1
七
町
合
併
の
と
き
の
詳
細
な
資

料
を
も
っ
て
い
な
い
、
新
人
の
議

員
に
も
デ
ー
タ
の
提
供
を
し
、
当

時
の
検
証
を
し
て
も
ら
い
、
度
重

な
る
改
正
の
合
併
特
例
法
の
学
習

を
す
る
。 

2
九
月
議
会
ま
で
に
、
こ
の
意
見

書
に
返
事
を
す
る
た
め
の
協
議
を

ど
の
よ
う
に
お
こ
な
う
か
決
定
す

る
。 

3
九
月
議
会
終
了
ま
で
に
、
全
議

員
の
意
見
を
集
約
す
る
。 

4
集
約
し
た
結
果
を
、
速
や
か
に

安
堵
町
議
会
へ
返
事
を
す
る
。 

　
隣
接
す
る
安
堵
町
議
会
か
ら
、

全
会
一
致
の
意
見
書
を
い
た
だ
い

た
こ
と
を
、
き
ち
ん
と
受
け
止
め
、

斑
鳩
町
議
会
と
し
て
の
結
論
を
導

き
だ
し
た
う
え
で
、
返
事
を
さ
せ

て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。 

（
里
川
委
員
長
記
）  
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委員会のうごき委員会のうごき

　
六
月
十
一
日
全
委
員
出
席
の
も
と
、
本
会
議
か
ら
付
託
を
受
け
た
四
議

案
を
慎
重
に
審
議
し
、
い
ず
れ
も
可
決
す
べ
き
も
の
と
し
ま
し
た
。

　
そ
の
主
な
内
容
に
つ
い
て
の
概
要
を
報
告
い
た
し
ま
す
。

建 
設
水
道
常
任
委
員
会 

　
六
月
十
七
日
全
委
員
出
席
の
も
と
委
員
会
を
開
催
し
、
本
会
議
か
ら
付

託
を
受
け
た
一
議
案
に
つ
い
て
審
議
を
致
し
ま
し
た
。

予 
算
常
任
委
員
会 

 

　
付
託
議
案
に
つ
い
て

 

　
　

◎
平
成
十
九
年
度
斑
鳩
町
水
道
事

業
会
計
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

▽
代
表
監
査
委
員
の
報
告

　
水
道
事
業
会
計
決
算
書
類
は
、 

関
係
法
令
に
準
拠
し
て
作
成
さ
れ

て
お
り
、
当
事
業
年
度
の
経
営
成

績
及
び
当
年
度
末
の
財
政
状
態
を

適
正
に
表
示
さ
れ
て
い
る
と
判
断

で
き
る
と
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。 

そ
の
一
方
、
留
意
す
べ
き
点
と
し

て
、
公
営
企
業
は
常
に
企
業
の
経

営
性
を
発
揮
し
、
公
共
の
福
祉
を

増
進
す
る
運
営
を
す
る
こ
と
、
給

付
に
つ
い
て
の
料
金
は
、
公
平
妥

当
な
も
の
と
さ
れ
、
能
率
的
経
営

の
下
に
お
け
る
適
正
な
原
価
を
基

礎
と
し
て
、
公
営
企
業
の
健
全
な

運
営
を
確
保
し
、
経
営
の
現
状
に

余
裕
が
あ
る
と
し
て
も
、
よ
り
一

層
の
合
理
化
に
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
の
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。 

▽ 

水
道
事
業
会
計
決
算
の
説
明

　
契
約
件
数
が
前
年
度
よ
り
九
十

九
件
増
加
し
、
一
万
百
七
十
二
件 

と
な
っ
た
。
有
収
率
に
つ
い
て
は
、

九
十
四
・
六
％
で
前
年
度
と
比
較

し
て
一
ポ
イ
ン
ト
低
下
し
た
。 

　
建
設
費
に
つ
い
て
は
、
配
水
設

備
で
管
路
近
代
化
事
業
、
老
朽
管

更
新
事
業
等
で
三
千
二
十
一
メ
ー

ト
ル
の
工
事
を
行
い
、
石
綿
管
の

更
新
で
は
一
千
九
メ
ー
ト
ル
実
施
。 

　
ま
と
め
と
し
て
、
料
金
収
入
と

有
収
水
量
は
、
少
子
・
高
齢
化
や

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化
等
に
よ

り
、
毎
年
減
少
し
て
い
る
。
こ
の

傾
向
は
、
今
後
も
続
く
も
の
と
予

測
さ
れ
増
収
は
見
込
め
な
い
状
況

に
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま

え
、
現
行
の
水
道
料
金
を
維
持
し

な
が
ら
、
コ
ス
ト
削
減
や
必
要
最

小
限
の
設
備
投
資
を
心
が
け
、
自

己
財
産
の
確
保
と
健
全
な
水
道
経

営
の
推
進
に
取
り
組
み
、
安
全
で

清
浄
な
水
道
水
の
安
定
供
給
に
努

め
た
い
と
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。 

　
委
員
よ
り
、
石
綿
管
の
飛
散
と

処
分
に
つ
い
て
、
水
道
施
設
の
耐

震
化
の
状
況
に
つ
い
て
等
の
意
見

が
あ
り
ま
し
た
。 

          

　
継
続
審
査
案
件
に
つ
い
て

◎
公
共
下
水
道
事
業
に
関
す
る
こ

と
に
つ
い
て 

　
平
成
二
十
年
五
月
三
十
日
現
在

の
接
続
に
関
す
る
状
況
は
、
申
請

受
付
件
数
が
千
五
百
四
十
七
件
、

検
査
済
み
件
数
が
千
五
百
二
十
件
、

融
資
あ
っ
せ
ん
利
用
件
数
が
二
十

六
件
、
浄
化
槽
雨
水
貯
留
施
設
転

用
総
数
が
十
七
件
と
な
っ
て
い
る

と
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。 

　
委
員
よ
り
、
公
共
ま
す
の
申
請

と
設
置
に
つ
い
て
、
排
水
設
備
業

者
の
認
定
に
つ
い
て
等
の
意
見
が

あ
り
ま
し
た
。 

◎
都
市
計
画
道
路
の
整
備
促
進
に

関
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

　
い
か
る
が
パ
ー
ク
ウ
ェ
イ
に
つ

い
て
は
、
橋
台
、
橋
脚
の
工
事
が

予
定
通
り
終
了
し
、
休
工
期
間
に

入
り
、
そ
の
間
、
公
園
通
路
の
一

部
に
つ
い
て
休
工
期
間
中
、
二
メ
ー

タ
ー
の
幅
員
を
確
保
し
、
工
事
区

域
に
つ
い
て
は
、
仮
囲
い
で
締
め

切
り
を
行
う
と
の
報
告
が
あ
り
ま

し
た
。 

◎
Ｊ
Ｒ
法
隆
寺
駅
周
辺
整
備
事
業

に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て

　
現
在
、
駅
周
辺
の
道
路
整
備
に

向
け
て
、
各
路
線
に
つ
い
て
事
業

を
推
進
し
て
い
る
。 

　
一
号
線
に
つ
い
て
は
、
道
路
線

形
が
概
ね
、
ま
と
ま
り
関
係
機
関

と
協
議
し
な
が
ら
進
め
て
い
る
。 

　
二
号
線
に
つ
い
て
は
、
三
月
二

十
九
日
に
地
権
者
を
対
象
に
説
明

会
を
開
催
し
、
主
に
道
路
の
線
形
、

計
画
高
、
用
排
水
路
に
つ
い
て
の

説
明
を
お
こ
な
っ
た
。 

　
五
号
線
に
つ
い
て
は
、
現
在
、

道
路
線
形
の
精
査
及
び
建
物
等
、

補
償
調
査
の
成
果
を
基
に
内
容
の

整
理
を
進
め
て
い
る
。 

 

　
各
課
報
告
事
項
に
つ
い
て

 

◎
斑
鳩
町
観
光
大
使
の
設
置
に
つ

い
て 

　
斑
鳩
町
の
観
光
客
誘
致
の
一
環

と
し
て
、
観
光
大
使
を
設
置
し
、

観
光
大
使
を
通
じ
て
、
数
多
く
の

歴
史
的
文
化
遺
産
と
豊
か
な
自
然

環
境
な
ど
、
斑
鳩
の
素
晴
ら
し
さ

を
町
内
外
に
情
報
発
信
す
る
も
の

で
あ
る
。
斑
鳩
町
に
お
け
る
観
光

大
使
と
は
、
町
外
に
赴
任
、
留
学
、

或
い
は
居
住
す
る
人
が
、
そ
れ
ぞ

れ
の
現
場
で
、
機
会
あ
る
ご
と
に

斑
鳩
の
素
晴
ら
し
さ
を
Ｐ
Ｒ
し
て

い
た
だ
く
こ
と
と
し
て
い
る
。
選

考
に
つ
い
て
は
、
斑
鳩
を
愛
し
、

斑
鳩
の
良
さ
を
広
く
伝
え
、
情
報

発
信
で
き
る
人
を
選
考
し
、
随
時
、

町
長
が
委
嘱
す
る
こ
と
と
な
っ
て

い
る
。 

　
　
　
　
　
（
飯
�
委
員
長
記
） 

 

　
付
託
議
案
に
つ
い
て

 

　
　

◎
平
成
二
十
年
度
斑
鳩
町
一
般
会

計
補
正
予
算
に
つ
い
て

（
主
な
内
容
） 

・
福
祉
基
金
へ
の
寄
附
金
五
万
円

の
積
み
立
て 

・
藤
ノ
木
古
墳
整
備
基
金
へ
の
寄

附
金
６
万
円
の
積
み
立
て 

・
消
防
団
員
二
名
の
退
職
報
奨
金

百
二
十
一
万
三
千
円
の
受
け
入
れ

と
支
払
い 

・
西
岡
常
一
棟
梁
生
誕
１
０
０
年

事
業
へ
の
助
成
金
五
十
万
円
の
受

け
入
れ 

　
付
託
議
案
一
件
は
、
原
案
通
り

可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

 

 
　
そ
の
他
に
つ
い
て

 

　
　

（
委
員
の
質
疑
と
町
の
回
答
） 

（
問
）
物
価
上
昇
に
よ
る
給
食
費

へ
の
影
響
に
つ
い
て
。  

（
答
）
他
の
自
治
体
で
は
、
給
食

費
を
値
上
げ
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る

よ
う
だ
が
、
当
町
で
は
今
年
度
の

値
上
げ
は
考
え
て
い
な
い
。 

（
問
）
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
へ
の

取
組
み
に
つ
い
て
ど
う
考
え
て
い

る
か
。 

（
答
）
町
の
資
源
を
生
か
し
な
が

ら
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
情
報
発

信
を
行
っ
て
い
き
た
い
。 

（
問
）
原
油
価
格
高
騰
に
よ
る
予

算
へ
の
影
響
に
つ
い
て
。 

（
答
）
町
内
で
の
移
動
は
自
転
車

に
す
る
な
ど
経
費
節
減
に
努
め
て

ま
い
り
た
い
。
現
在
の
と
こ
ろ
当

初
見
込
ん
で
い
た
予
算
で
対
応
で

き
て
い
る
。 

と
の
質
疑
応
答
が
あ
り
ま
し
た
。 

　
　
　
　
（
木
澤
委
員
長
記
） 

議 会運営委員会 

　
安
堵
町
議
会
よ
り

　
　
斑
鳩
町
に
「
意
見
書
」

 

　
六
月
十
九
日
に
安
堵
町
議
会
か

ら
、
「
斑
鳩
町
と
の
合
併
協
議
推

進
を
求
め
る
意
見
書
」
が
提
出
さ

れ
ま
し
た
。 

　
内
容
は
、
小
規
模
な
町
で
は
、

将
来
に
渡
る
財
政
運
営
が
厳
し
く
、

歴
史
・
文
化
の
つ
な
が
り
の
深
い

斑
鳩
町
と
と
も
に
、
新
た
な
地
域

社
会
の
構
築
を
し
、
両
町
の
発
展

を
目
指
し
た
い
の
で
、
早
期
に
合

併
協
議
を
推
進
し
て
ほ
し
い
と
い

う
も
の
で
し
た
。 

　
こ
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
の
協

議
を
行
い
ま
し
た
。 

委
員
よ
り 

◎
斑
鳩
町
は
す
で
に
、
住
民
投
票

で
、
単
独
町
制
を
決
意
し
て
い
る

の
で
、
意
見
を
承
り
、
そ
れ
ぞ
れ

が
調
査
・
研
究
す
る
と
い
う
こ
と

で
、
各
議
員
に
配
布
だ
け
し
て
お

け
ば
良
い
。 

◎
確
か
に
七
町
合
併
の
住
民
投
票

で
は
、
圧
倒
的
に
反
対
が
多
か
っ

た
が
、
二
町
で
と
い
う
枠
組
み
に

つ
い
て
は
、
議
論
を
し
た
こ
と
が

な
い
の
で
、
一
定
の
協
議
を
し
た

う
え
で
何
ら
か
の
返
事
を
す
る
必

要
が
あ
る
。 

◎
新
人
の
議
員
も
多
く
、
七
町
合

併
の
経
過
な
ど
も
検
証
し
直
し
、

こ
の
間
に
、
合
併
特
例
法
も
改
正

を
重
ね
て
い
る
こ
と
か
ら
、
議
会

と
し
て
も
、
学
習
会
な
ど
を
す
る

方
が
良
い
。 

　
委
員
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が

出
さ
れ
ま
し
た
が
、
委
員
会
と
し

て
以
下
の
と
お
り
取
り
ま
と
め
を

し
ま
し
た
。 

1
七
町
合
併
の
と
き
の
詳
細
な
資

料
を
も
っ
て
い
な
い
、
新
人
の
議

員
に
も
デ
ー
タ
の
提
供
を
し
、
当

時
の
検
証
を
し
て
も
ら
い
、
度
重

な
る
改
正
の
合
併
特
例
法
の
学
習

を
す
る
。 

2
九
月
議
会
ま
で
に
、
こ
の
意
見

書
に
返
事
を
す
る
た
め
の
協
議
を

ど
の
よ
う
に
お
こ
な
う
か
決
定
す

る
。 

3
九
月
議
会
終
了
ま
で
に
、
全
議

員
の
意
見
を
集
約
す
る
。 

4
集
約
し
た
結
果
を
、
速
や
か
に

安
堵
町
議
会
へ
返
事
を
す
る
。 

　
隣
接
す
る
安
堵
町
議
会
か
ら
、

全
会
一
致
の
意
見
書
を
い
た
だ
い

た
こ
と
を
、
き
ち
ん
と
受
け
止
め
、

斑
鳩
町
議
会
と
し
て
の
結
論
を
導

き
だ
し
た
う
え
で
、
返
事
を
さ
せ

て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。 

（
里
川
委
員
長
記
）  
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今
や
環
境
問
題
は
、 

地
球
的
規
模
で
人
類
が 

直
面
し
て
い
る
大
き
な 

課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

特
に
、
地
球
温
暖
化
の 

影
響
は
、
既
に
現
実
化 

し
、
そ
の
対
応
策
が
報 

じ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

◆
毎
日
、
新
聞
の
紙
面 

を
見
ま
す
と
、
大
き
な 

見
出
し
で
、
温
室
ガ
ス
削
減
！
温

暖
化
防
止
の
知
恵
を
！
地
球
温
暖

化
対
策
で
提
言
を
！
等
々
、
温
暖 

化
防
止
に
向
け
た
取
組
み
に
対
す 

る
意
識
啓
発
と
政
策
が
掲
載
さ
れ

て
い
ま
す
。 

　
ま
た
、
テ
レ
ビ
番
組
で
は
、
温

暖
化
対
策
に
関
す
る
取
組
み
を
紹

介
す
る
な
ど
積
極
的
な
報
道
が
さ

れ
て
い
ま
す
。 

◆
七
月
七
日
か
ら
始
ま
る
北
海
道 

の
洞
爺
湖
サ
ミ
ッ
ト
で
は
、
地
球 

温
暖
化
問
題
が
主
要
議
題
に
な
る

こ
と
か
ら
、
こ
の
日
を
「
地
球
温

暖
化
対
策
の
日
」
と
定
め
、
例
え

ば
、
消
灯
運
動
や
地
球
環
境
を
考

え
る
日
と
し
、
具
体
的
に
温
暖
化

防
止
に
向
け
た
推
進
に
努
め
る
よ

う
に
、
本
議
会
に
お
い
て
「
地
球

温
暖
化
防
止
に
向
け
た
国
民
的
運

動
の
推
進
を
求
め
る
意
見
書
」
が 

満
場
一
致
で
採
択
さ
れ
ま
し
た
。 

◆
地
球
温
暖
化
対
策
は
、
政
府
や

大
企
業
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、

各
家
庭
や
住
民
一
人
ひ
と
り
の
取

組
み
が
欠
か
せ
な
い
重
要
な
問
題

で
も
あ
り
ま
す
。
普
段
の
生
活
の

中
で
エ
ア
コ
ン
を
少
し
控
え
る
、

水
や
電
気
を
節
約
す
る
、
レ
ジ
袋

を
遠
慮
す
る
、
環
境
に
優
し
い
商

品
を
購
入
す
る
、
と
い
っ
た
身
近

に
で
き
る
住
民
参
加
型
の
運
動
が

効
果
的
と
考
え
ま
す
。
こ
の
夏
、

ど
れ
か
に
挑
戦
し
て
み
ま
せ
ん
か
。 

◆
い
つ
も
、
議
会
だ
よ
り
に
目
を

通
し
て
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。
今
後
も
住
民
の
皆
様

に
お
応
え
で
き
る
議
会
だ
よ
り
と

な
る
よ
う
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。 

（
飯
�
委
員
長
記
） 
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